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ข้อความเบื้อนต้น
施行通則

-

มาตรา ๑

กฎหมายน้ีให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Draft(1919): Ob.1 Code(1925): 1 Code(1992): 1

-

第 1条
本法の名称を民事及び商事法典とする。の名称を民事及び商事法典とする。名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。民事及び商事法典とする。び商事法典とする。商事法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。とする。

-

มาตรา ๒

ให้ใช้ประมวลกฎหมายน้ีต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นต้นไป
Draft(1919): Ob.2 Code(1925): 2 Code(1992): 2

-

第 2条
本法の名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴仏歴 2467年［西暦 1925年］1月 1日よりその効力を発する。よりその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。発する。する。

-

มาตรา ๓

ต้ังแต่วันท่ีใช้ประมวลกฎหมายน้ีสืบไป ให้ยกเลิกบันดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนๆ 
ในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายน้ี ฤๅซ่ึงแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี
Draft(1919): Ob.3 Code(1925): 3 Code(1992): 3

-

第 3条
本法の名称を民事及び商事法典とする。施行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。より、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。すべての名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律、仏歴規則、仏歴命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、が本法に定められたそれと競合し、本法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、定が本法に定められたそれと競合し、められたそれと競合し、し、仏歴
または本法の名称を民事及び商事法典とする。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。趣旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。する限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。失う。う。

-
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第一編　総則 第一章　定義条項

บรรพ ๑
第一編

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
総則

ลักษณ ๑
第一章

บทวิเคราะห์
定義条項

-

มาตรา ๔

คำาว่า "กฎหมาย" ให้หมายความเฉภาะแต่ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมาย 
พระราชกฤษฎีกา ฤๅพระราชกำาหนดอ่ืนซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่่หัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้บัญญัติขึ้น และประกาศใช้เป็นกฎหมาย
Draft(1919): Ob.4 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 4条
［本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。に定められたそれと競合し、おいて］「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅法の名称を民事及び商事法典とする。律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。、仏歴勅令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅成文法の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］成文法の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴勅令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、、仏歴勅
旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。発する。布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。され、仏歴成文法の名称を民事及び商事法典とする。と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。の名称を民事及び商事法典とする。拘束力を発する。を民事及び商事法典とする。もって施行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、されるその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。みを民事及び商事法典とする。意味する。する。

-

มาตรา ๕

คำาว่า "เสียหาย" หมายความว่าอันตรายแก่ชีวิต กาย ใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ฤๅสิ
ทธิใดๆ ของบุคคล
Draft(1919): Ob.5 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 5条
「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅損害」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は、仏歴個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。生命、仏歴身体、仏歴精神、仏歴自由、仏歴名誉、仏歴財産、仏歴および商事法典とする。全ての種類の権利に対するての名称を民事及び商事法典とする。種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。権利に対するに定められたそれと競合し、対するする
危険を意味する。を民事及び商事法典とする。意味する。する。

-

มาตรา ๖

บุคคลผ่้รับช่วงสิทธิแห่งเจ้าหน้ีอาจใช้สิทธิทุกประการซ่ึงเจ้าหน้ีได้มีตามผลแห่งหน้ี ฤๅ
ประกันแห่งหน้ีน้ันได้
Draft(1919): Ob.7 Code(1925): 226(I) Code(1992):

-

第 6条
債権者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、代位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、は、仏歴［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］債権者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、当該債権の名称を民事及び商事法典とする。効果として有していた全ての請求権、として有していた全ての請求権、していた全ての種類の権利に対するての名称を民事及び商事法典とする。請求権、仏歴
ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、債務保証として有していた全ての権利を行使することができる。として有していた全ての請求権、していた全ての種類の権利に対するての名称を民事及び商事法典とする。権利に対するを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、使することができる。することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๗

เจตนาฤๅความยินยอมน้ัน พึงอนุมานได้จากถ้อยคำาท่ีพ่ด ฤๅท่ีเขียน ฤๅจากกิริยา ฤๅจาก
พฤติการอ่ืนๆ
Draft(1919): Ob.8 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 7条
意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりあるいは［合し、意の名称を民事及び商事法典とする。］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりは、仏歴口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりあるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりに定められたそれと競合し、よる言語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅表現、仏歴もしく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は動作その他の事情よりその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。事情よりより
解釈すべきものとする。すべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。もの名称を民事及び商事法典とする。とする。

-
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第一編　総則 第一章　定義条項

มาตรา ๘

หน้ีน้ัน ท่านว่าค้างต้ังแต่เวลาเจ้าหน้ีมีสิทธิจะได้รับชำาระหน้ี
Draft(1919): Ob.9 Code(1925): 204(I) Code(1992):

-

第 8条
債務は、仏歴債権者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。ける権利に対するが本法に定められたそれと競合し、発する。生する時点より、遅滞にあるものとする。より、仏歴遅滞にあるものとする。に定められたそれと競合し、あるもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

-

มาตรา ๙

คำาว่า "เหตุสุดวิสัย" หมายความวา่พฤติการใดๆ ซ่ึงไม่อย่่ในอำานาจของบุคคล และบุคคล
น้ันแม้จะได้ระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญ่ชนแล้ว ก็ไม่อาจก้าวล่วงเสียได้
Draft(1919): Ob.10 Code(1925): 8 Code(1992): 8

-

第 9条
「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅不可抗力を発する。」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は、仏歴［それに定められたそれと競合し、遭遇した］個人の権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっした］個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっの名称を民事及び商事法典とする。及び商事法典とする。ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。超えて［生ずる］状況であっえて［生ずる］状況であっであっ
て、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、たとえ良識ある者から期待し得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなある者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、から期待し得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなし得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなる限りにおいて、その効力を失う。りの名称を民事及び商事法典とする。注意を民事及び商事法典とする。払ったとしても、回避することのできなったとしても、仏歴回避することのできなすることの名称を民事及び商事法典とする。でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。な
いもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。意味する。する。

-

มาตรา ๑๐

อันว่าหน้ีน้ัน โดยนิตินัยวา่เป็นความเก่ียวพันอันบุคคลคนเดียวฤๅหลายคนฝ่ายหน่ึง เรียก
วา่ล่กหน้ี จำาต้องส่งทรัพย์สินก็ดี ฤๅทำาการ ฤๅเว้นทำาการใดให้แก่บุคคลคนเดียวฤๅหลายคนอีก
ฝ่ายหน่ึง เรียกว่าเจ้าหน้ี

อันว่าส่งทรัพย์สิน ฤๅทำาการ ฤๅไม่ทำาการ โดยนัยน้ันท่านเรียกว่าสินใช้
Draft(1919): Ob.11 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 10条
I. 「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅債権債務［関係］」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律上、仏歴「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅債務者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、」と呼ばれる単独あるいは複数の個人から成る一ばれる単独あるいは複数の個人から成る一あるいは複数の個人から成る一の名称を民事及び商事法典とする。個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するから成る一
方当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅債権者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、」と呼ばれる単独あるいは複数の個人から成る一ばれる単独あるいは複数の個人から成る一あるいは複数の個人から成る一の名称を民事及び商事法典とする。個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するから成る他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、方当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、対するして、仏歴財産の名称を民事及び商事法典とする。引
き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。し、仏歴または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。作その他の事情より為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。あるいは不作その他の事情より為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。義務を民事及び商事法典とする。負う関係を意味する。う関係を民事及び商事法典とする。意味する。する。

II. ［本条第 1項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」に定められたそれと競合し、おける］この名称を民事及び商事法典とする。財産の名称を民事及び商事法典とする。引き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。し、仏歴または作その他の事情より為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。あるいは不作その他の事情より為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律上、仏歴「法律」なる語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅給付」
と呼ばれる単独あるいは複数の個人から成る一ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっこととする。

-
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ลักษณ ๒
第二章

ปรับบทกฎหมาย
法の適用の適用適用

-

มาตรา ๑๑

หน้ีน้ัน ท่านว่าจะก่อให้เกิดขึ้น ฤๅแก้ไข ฤๅเลิกเสียได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของค่่กรณี
ตามแต่เขาจะเห็น ควร
Draft(1919): Ob.12 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 11条
債権債務［関係］は、仏歴当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、それを民事及び商事法典とする。是とする［意思］に従って相互に承諾することにより、成立、とする［意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より］に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、って相互に承諾することにより、成立、に定められたそれと競合し、承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりすることに定められたそれと競合し、より、仏歴成立、仏歴
変更、仏歴あるいは終了する。する。

-

มาตรา ๑๒

ความตกลงกันฤๅข้อหน่ึงข้อใดในความตกลงน้ัน ซ่ึงตัดทอนยกเว้น ฤๅแก้ไขบทแห่ง
กฎหมายอันเก่ียวแก่รัฐประศาสโนบาย ฤๅความปลอดภัยแห่งบุคคลฤๅทรัพย์สินน้ัน ท่านว่า
เป็นโมฆะ คือตกลงกันเสียเปล่า
Draft(1919): Ob.13 Code(1925): 113 Code(1992): 150

-

第 12条
［当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。］合し、意、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。合し、意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、関連する規定、する規定が本法に定められたそれと競合し、、仏歴
または個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するあるいは財産の名称を民事及び商事法典とする。安全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、関わる規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。退け、あるいは変更しようとするときは、これを無効け、仏歴あるいは変更しようとするとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効
とする。即ち、合意しても成立しない。ち、仏歴合し、意しても成立しない。

-

มาตรา ๑๓

ถ้าไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับแก่คดีใด ท่านให้ยกเอาจารีตประเพณีมาปรับแก่คดีน้ัน
Draft(1919): Ob.14 Code(1925): 4(II) Code(1992): 4(II)

-

第 13条
何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。事案につき、法律中に適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。に定められたそれと競合し、つき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。すべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。ない場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴慣習をこれに適用する。を民事及び商事法典とする。これに定められたそれと競合し、適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する。

-

มาตรา ๑๔

ถ้าไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับแก่คดีใด ท่านให้วินิจฉัยคดีน้ันอาศัยเทียบบทท่ีใกล้เคียง
อย่างย่ิง ฤๅเทียบหลักกฎหมายอันแพร่หลาย
Draft(1919): Ob.15 Code(1925): 4(III) Code(1992): 4(III)

-

第 14条
何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。事案につき、法律中に適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。に定められたそれと競合し、つき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。すべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。ない場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、］類の権利に対する似性の高いものの名称を民事及び商事法典とする。高いものいもの名称を民事及び商事法典とする。
を民事及び商事法典とする。比較し、あるいは広く行われる法原則を比較して、これを決する。し、仏歴あるいは広く行われる法原則を比較して、これを決する。く成文法、［その他の］成文法、勅令、勅行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、われる法の名称を民事及び商事法典とする。原則を民事及び商事法典とする。比較し、あるいは広く行われる法原則を比較して、これを決する。して、仏歴これを民事及び商事法典とする。決する。する。

-

มาตรา ๑๕

เมื่อมีกิจการอันใดซ่ึงกฎหมายต้องการให้ทำาเป็นหนังสือไซร้ ท่านว่าบุคคลผ่้จะต้องทำา
หนังสือให้ ฤๅผ่้เป็นค่่กรณีในหนังสือน้ันไม่จำาเป็นจะต้องเขียนหนังสือเอง แต่หนังสือน้ันต้อง
ลงลายมือชื่อของบุคคลน้ันๆ
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Draft(1919): Ob.16 Code(1925): 9 Code(1992): 9
-

第 15条
法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、よって証として有していた全ての権利を行使することができる。書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりを民事及び商事法典とする。作その他の事情より成することが本法に定められたそれと競合し、要求される何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。場合し、に定められたそれと競合し、おいては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりの名称を民事及び商事法典とする。名
義人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとなるべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する自身、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、として記載される個人自身がその証書を自らされる個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する自身が本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりを民事及び商事法典とする。自ら
作その他の事情より成する必要はなく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅、仏歴ただその名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりに定められたそれと競合し、署名することが本法に定められたそれと競合し、要求される。

-

มาตรา ๑๖

บทท้ังหลายในประมวลกฎหมายน้ีซ่ึงว่าด้วยสมบ่รณ์แห่งสัญญาน้ัน ท่านให้ยกมาใช้ปรับแก่
กรณีย์ใดๆ ซ่ึงจะพึงก่อให้เกิดหน้ี ฤๅแก้ไข ฤๅระงับหน้ี แล้วแต่จะพึงได้โดยพฤติการ
Draft(1919): Ob.17 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 16条
契約の成立要件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変の名称を民事及び商事法典とする。成立要件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変に定められたそれと競合し、関する本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、は、仏歴［事案につき、法律中に適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変の名称を民事及び商事法典とする。］事情よりに定められたそれと競合し、応じて債権債務［関係］の成立、変じて債権債務［関係］の名称を民事及び商事法典とする。成立、仏歴変
更、仏歴消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。に定められたそれと競合し、、仏歴［可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな限りにおいて、その効力を失う。り広く行われる法原則を比較して、これを決する。く成文法、［その他の］成文法、勅令、勅］これを民事及び商事法典とする。適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する。

-

มาตรา ๑๗

การก่อให้เกิดสิทธิก็ดี ระงับสิทธิฤๅแก่ไขสิทธิก็ดี และการชำาระหน้ีก็ดี ท่านวา่ต้องกระทำา
โดยสุจริต
Draft(1919): Ob.18 Code(1925): 5 Code(1992): 5

-

第 17条
権利に対するを民事及び商事法典とする。設定が本法に定められたそれと競合し、し、仏歴変更し、仏歴あるいは消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。させ、仏歴または債務を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、する行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、おいては、仏歴誠実にこれを行に定められたそれと競合し、これを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、
わなければならない。

-

มาตรา ๑๘

ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำาการโดยสุจริต
Draft(1919): Ob.19 Code(1925): 6 Code(1992): 6

-

第 18条
各人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴誠実にこれを行に定められたそれと競合し、行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。するもの名称を民事及び商事法典とする。と推定が本法に定められたそれと競合し、する。

-

มาตรา ๑๙

ความสุจริตน้ัน ถ้ามิได้ประกอบด้วยความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญ่ชนไซร้ 
ท่านวา่จะยกเอามาเป็นข้อต่อส่้คดีมิได้
Draft(1919): Ob.20 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 19条
［何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するも］良識ある者から期待し得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなある者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、から期待し得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなし得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなる限りにおいて、その効力を失う。りの名称を民事及び商事法典とする。注意を民事及び商事法典とする。払ったとしても、回避することのできなったことが本法に定められたそれと競合し、明らかでない限り、自己の誠実さらかでない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。誠実にこれを行さ
［＝善意］をもって対抗することは許されない。善意］を民事及び商事法典とする。もって対する抗することは許されない。されない。

-

มาตรา ๒๐

ความตกลงกันว่าบุคคลจะไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งความทุจริตของตนน้ัน ท่านวา่เป็น
โมฆะ
Draft(1919): Ob.21 Code(1925): - Code(1992): -

-
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第 20条
不誠実にこれを行さ［＝善意］をもって対抗することは許されない。悪意］に定められたそれと競合し、対するする責任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。を民事及び商事法典とする。免ずる旨の合意は、これを無効とする。ずる旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。合し、意は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。

-

มาตรา ๒๑

ถ้ามีข้อสงสัยในกรณีย์หน้ีแล้ว ท่านให้เป็นคุณแก่ฝ่ายล่กหน้ี
Draft(1919): Ob.22 Code(1925): 11 Code(1992): 11

-

第 21条
債権債務［関係］に定められたそれと競合し、おいて［何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らか］疑念の余地が残る場合には、［これを］債務者側の利益のための名称を民事及び商事法典とする。余地が本法に定められたそれと競合し、残る場合には、［これを］債務者側の利益のためる場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［これを民事及び商事法典とする。］債務者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、側の利益のための名称を民事及び商事法典とする。利に対する益のための名称を民事及び商事法典とする。ため
に定められたそれと競合し、解釈すべきものとする。する。

-

มาตรา ๒๒

ถ้าส่งดอกเบ้ียเมื่อใดๆ และดอกเบ้ียน้ันมิได้กำาหนดอัตราไว้โดยสัญญา กฎหมาย ท่านให้ใช้
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไป
Draft(1919): Ob.23 Code(1925): 7 Code(1992): 7

-

第 22条
利に対する息を支払う場合において、その利率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、を民事及び商事法典とする。支払ったとしても、回避することのできなう場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。利に対する率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、が本法に定められたそれと競合し、契約の成立要件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変または法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、よって決する。定が本法に定められたそれと競合し、されていないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、は、仏歴
それを民事及び商事法典とする。年率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、 7.5％とする。とする。

-
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ลักษณ ๓
第三章

วิธีตีความในเอกสาร
書面の解釈の適用解釈

-

มาตรา ๒๓

ถ้าใจความในเอกสารเป็นท่ีสงสัย ใหศ้าลแพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงย่ิงกว่าถ้อยคำาสำานวน
ท่ีกล่าว
Draft(1919): Ob.24 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 23条
文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりの名称を民事及び商事法典とする。内容に定められたそれと競合し、疑念の余地が残る場合には、［これを］債務者側の利益のための名称を民事及び商事法典とする。余地が本法に定められたそれと競合し、残る場合には、［これを］債務者側の利益のためるとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴表明らかでない限り、自己の誠実さされた文言よりも［当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりに定められたそれと競合し、着
目が、法律中の、国策に関連する規定、しなければならない。

-

มาตรา ๒๔

ถ้าในเอกสารมีบทซ่ึงแย้งกัน ฤๅเป็นปฏิปักษ์แก่กันต้ังแต่สองบทขึ้นไป และศาลมิอาจ
ทราบเจตนาอันแท้จริงได้ไซร้ ให้ถือเอาความข้อหลังเป็นบทบังคับ
Draft(1919): Ob.25 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 24条
文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、相反し、あるいは矛盾し合う項目がし、仏歴あるいは矛盾する限りにおいて、その効力を失う。し合し、う項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、 2項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、以上ある場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、も［当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］
真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりを民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。ることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。］より後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、置する項目に従う。する項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、う。

-

มาตรา ๒๕

ถ้าพิศ่จน์ได้ว่ามีแปลงปลอมเอกสารส่วนใดส่วนหน่ึง ให้ศาลฟังถือเอาความเดิมแห่ง
เอกสารน้ัน

ถ้าศาลมิอาจหยัง่ทราบความเดิมน้ันได้ ก็อย่าให้ฟังความส่วนท่ีแปลงปลอมน้ันเลย
Draft(1919): Ob.26 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 25条
I. 文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、改竄された部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わされた部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わの名称を民事及び商事法典とする。あることが本法に定められたそれと競合し、証として有していた全ての権利を行使することができる。明らかでない限り、自己の誠実さされたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴［改竄された部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ前の］本来の意味に従わの名称を民事及び商事法典とする。］本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。意味する。に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、わ
なければならない。

II. たとえ裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、もその名称を民事及び商事法典とする。本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。意味する。を民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。ることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない場合し、であっても、仏歴決する。して改竄された部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わされた意味する。に定められたそれと競合し、
従って相互に承諾することにより、成立、ってはならない。

-

มาตรา ๒๖

ตีความในเอกสารไปในทางใด จะทำาให้ข้อความฤๅเอกสารเป็นผลบังคับได้ ท่านให้ถือเอา
ทางน้ันดีกวา่ท่ีจะถือเอาทางท่ีไร้ผล
Draft(1919): Ob.27 Code(1925): 10 Code(1992): 10

-

第 26条
文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりの名称を民事及び商事法典とする。意味する。を民事及び商事法典とする。解釈すべきものとする。する場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴［何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。方法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、よって］文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より［全ての種類の権利に対する体］あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。［何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。
らかの名称を民事及び商事法典とする。］項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、有していた全ての請求権、効な意味する。を民事及び商事法典とする。見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。るとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。解釈すべきものとする。方法の名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。、仏歴何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らの名称を民事及び商事法典とする。意味する。も見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見
い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見せないその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。解釈すべきものとする。方法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、優先する。する。

-
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มาตรา ๒๗

ลงจำานวนเงินฤๅปริมาณในเอกสารด้วยตัวอักษรและตัวเลข ถ้าตัวอักษรกับตัวเลขท้ังสอง
อย่างน้ันไม่ตรงกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาอันแท้จริงได้ไซร้ ให้ฟังเอาจำานวนเงินฤๅ
ปริมาณซ่ึงเขียนเป็นตัวอักษรเป็นประมาณ
Draft(1919): Ob.28 Code(1925): 12 Code(1992): 12

-

第 27条
文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、、仏歴［同一であるべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。］金額あるいは数量が文字と数字によって表記されている場合においあるいは数の個人から成る一量が文字と数字によって表記されている場合においが本法に定められたそれと競合し、文字と数字によって表記されている場合においと数の個人から成る一字と数字によって表記されている場合においに定められたそれと競合し、よって表記されている場合し、に定められたそれと競合し、おい
て、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。文字と数字によって表記されている場合においに定められたそれと競合し、よる表記と数の個人から成る一字と数字によって表記されている場合においに定められたそれと競合し、よる表記とが本法に定められたそれと競合し、食い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思い、仏歴加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思えて、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、も［当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より
を民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。ることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴文字と数字によって表記されている場合においに定められたそれと競合し、よって表記された金額あるいは数量が文字と数字によって表記されている場合においあるいは数の個人から成る一量が文字と数字によって表記されている場合においを民事及び商事法典とする。以て基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅準とする。とする。

-

มาตรา ๒๘

ถ้าจำานวนเงินฤๅปริมาณได้แสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่ง ฤๅตัวเลขหลายแห่ง แต่ท่ีแสดง
ไว้หลายแห่งน้ันไม่ตรงกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาอันแท้จริงได้ไซร้ ให้ฟังเอาจำานวน
เงินฤๅปริมาณน้อยท่ีสุดเป็นประมาณ
Draft(1919): Ob.29 Code(1925): 13 Code(1992): 13

-

第 28条
［文書による言語表現、もしくは動作その他の事情より中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、、仏歴同一であるべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。］金額あるいは数量が文字と数字によって表記されている場合においあるいは数の個人から成る一量が文字と数字によって表記されている場合においが本法に定められたそれと競合し、文字と数字によって表記されている場合においを民事及び商事法典とする。以て数の個人から成る一か所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、、仏歴あるいは数の個人から成る一字と数字によって表記されている場合においを民事及び商事法典とする。以て数の個人から成る一か所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着
に定められたそれと競合し、表記されている場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴それらが本法に定められたそれと競合し、食い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思い、仏歴加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思えて、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、も［当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりを民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。
ることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴最少の金額あるいは数量を以て基準とする。の名称を民事及び商事法典とする。金額あるいは数量が文字と数字によって表記されている場合においあるいは数の個人から成る一量が文字と数字によって表記されている場合においを民事及び商事法典とする。以て基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅準とする。とする。

-

มาตรา ๒๙

ถ้าเอกสารทำาขึ้นไว้เป็นสองภาษา เป็นภาษาไทยภาษาหน่ึง ภาษาอ่ืนภาษาหน่ึง แต่ข้อความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาของค่่กรณีได้วา่จะให้ใช้ภาษาใด
บังคับไซร้ ท่านให้ถือเอาภาษาไทยบังคับ
Draft(1919): Ob.30 Code(1925): 14 Code(1992): 14

-

第 29条
ある文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりが本法に定められたそれと競合し、タイ語とその他の言語の二言語で作成された場合において、その内容に食い違いがあり、語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅とその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。言語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅の名称を民事及び商事法典とする。二言語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅で作その他の事情より成された場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。内容に定められたそれと競合し、食い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思いが本法に定められたそれと競合し、あり、仏歴
加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思えて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。どちらの名称を民事及び商事法典とする。言語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅に定められたそれと競合し、よるもの名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、うべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。かに定められたそれと競合し、つき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、も当事者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。意思あるいは［合意の］承諾は、口頭あるいは文書による言語表現、もしくは動作その他の事情よりを民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。ることが本法に定められたそれと競合し、で
き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴タイ語とその他の言語の二言語で作成された場合において、その内容に食い違いがあり、語は、法典、勅令に基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅に定められたそれと競合し、よるもの名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、う。

-
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第一編 総則 第四章 期間

ลักษณ ๔
第四章

ระยะเวลา
期間

มาตรา ๓๐

วิธีคำาณวนเวลาในลักษณน้ีให้ใช้ในการนับระยะเวลาท้ังปวง
Draft(1919): Ob.31 Code(1925): 156 Code(1992): 193/1

-

第 30条
本章に規定される計算方法は、全ての場合において期間の計算に適用される。に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、される計算方法の名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴全ての種類の権利に対するての名称を民事及び商事法典とする。場合し、に定められたそれと競合し、おいて期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。計算に定められたそれと競合し、適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。される。

-

มาตรา ๓๑

ระยะเวลาน้ัน ท่านให้คำาณวนเป็นวัน มิใหค้ำาณวนเป็นชัว่โมน
Draft(1919): Ob.32 Code(1925): 157(I) Code(1992): 193/2 sent.1

-

第 31条
期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、は、仏歴［原則として］日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。以て計算するもの名称を民事及び商事法典とする。とし、仏歴時間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、単位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、では計算しない。

-

มาตรา ๓๒

เมื่อระยะเวลาเริ่มแต่วันใด ท่านไม่ให้นับวันน้ันรวมเข้าในระยะเวลาด้วย
เมื่อระยะเวลาเริ่มแต่เหตุเหตุอันหน่ึงฤๅเริ่มแต่ขณะหน่ึง ท่านไม่ให้นับวันท่ีเกิดเหตุน้ัน ฤๅ

นับวันเริ่มขณะเวลาน้ันรวมเข้าด้วย
Draft(1919): Ob.33 Code(1925): 158 sent.1 Code(1992): 193/3(II) sent.1

-

第 32条
I. 期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らか［一定が本法に定められたそれと競合し、］の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から起算される場合し、、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。起算日よりその効力を発する。は期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、算入されない。されない。

II. 期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、事より起算される場合し、、仏歴あるいは何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らか［一定が本法に定められたそれと競合し、］の名称を民事及び商事法典とする。時刻から起算される場合にから起算される場合し、に定められたそれと競合し、
は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、事あるいは時刻から起算される場合にが本法に定められたそれと競合し、生起する日よりその効力を発する。は、仏歴期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、算入されない。されない。

-

มาตรา ๓๓

ระยะเวลาท่ีนับเป็นสัปดาหะน้ัน ท่านว่าย่อมสุดลงในสัปดาหะสุดท้ายเมื่อส้ินวันซ่ึงตรงกับ
วาระเริ่มระยะเวลาน้ัน
Draft(1919): Ob.34 Code(1925): 159(II) Code(1992): 193/5(II)

-

第 33条
期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、週を以て計算されるときは、［その期間は、］最後の週において、起算日に相当する日が終了を民事及び商事法典とする。以て計算されるとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、は、仏歴］最後に位置する項目に従う。の名称を民事及び商事法典とする。週を以て計算されるときは、［その期間は、］最後の週において、起算日に相当する日が終了に定められたそれと競合し、おいて、仏歴起算日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、相当する日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、終了する。
したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、満了する。する。

-

มาตรา ๓๔

ระยะเวลาท่ีนับเป็นเดือนฤๅเป็นปีน้ัน ท่านวา่ย่อมสุดลงในเดือนฤๅปีสุดท้าย เมื่อส้ินวันซ่ึง
ตรงกับวันเริ่มระยะเวลาน้ัน

ถ้าไม่มีวันตรงกัน ฤๅว่าวันเริ่มระยะเวลาน้ันเป็นวันท่ีสุดแห่งเดือนไซร้ ท่านว่าระยะเวลา
ย่อมสุดลงเมื่อส้ินวันสุดท้ายแห่งเดือนสุดท้าย
Draft(1919): Ob.35 Code(1925): 159(II) Code(1992): 193/5(II)
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第一編 総則 第四章 期間

-

第 34条
I. 期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、月あるいは年を民事及び商事法典とする。以て計算されるとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、は、仏歴］最後に位置する項目に従う。の名称を民事及び商事法典とする。週を以て計算されるときは、［その期間は、］最後の週において、起算日に相当する日が終了あるいは年に定められたそれと競合し、おいて、仏歴起算
日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、相当する日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、終了する。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、満了する。する。

II. 起算日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、相当する日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、ない場合し、、仏歴または起算日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、月の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、当たる場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、は、仏歴］最後に位置する項目に従う。
の名称を民事及び商事法典とする。月の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、終了する。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、満了する。する。

-

มาตรา ๓๕

เดือนและปีน้ัน ให้นับอย่างสุริยคติกาลตามปฏิทินในราชการ
ต้นเดือนคือวันท่ี ๑ แห่งเดือน
กลางเดือนคือวันท่ี ๑๕ แห่งเดือน
ปลายเดือนคือวันสุดท้ายแห่งเดือน

Draft(1919): Ob.36 Code(1925): 159(I) Code(1992): 193/5(I)
-

第 35条
I. 週を以て計算されるときは、［その期間は、］最後の週において、起算日に相当する日が終了および商事法典とする。年は、仏歴行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、政官庁の用いる太陽暦に従ってこれを計算する。の名称を民事及び商事法典とする。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。いる太陽暦に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、ってこれを民事及び商事法典とする。計算する。

II. 月初めとは、毎月のめとは、仏歴毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変月の名称を民事及び商事法典とする。 1日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。いう。
III. 月の名称を民事及び商事法典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、日よりその効力を発する。とは、仏歴毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変月の名称を民事及び商事法典とする。 15日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。いう。
IV. 月の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。とは、仏歴毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変月の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๓๖

ระยะเวลาน้ัน ถ้าผ่อนออกไป ท่านให้นับเอาวันซ่ึงต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม น้ัน
เป็นวันต้นแห่งระยะเวลาซ่ึงผ่อนออกไป
Draft(1919): Ob.37 Code(1925): 160 Code(1992): 193/7

-

第 36条
［ある］期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、が本法に定められたそれと競合し、延長されたときは、従来の期間の末日に続く日を延長された［新たな］期間の初日とされたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴従って相互に承諾することにより、成立、来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、続く日を延長された［新たな］期間の初日とく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。延長されたときは、従来の期間の末日に続く日を延長された［新たな］期間の初日とされた［新たな］期間の初日とたな］期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。初めとは、毎月の日よりその効力を発する。と
して、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。よりこれを民事及び商事法典とする。起算する。

-

มาตรา ๓๗

ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด ซ่ึงตามประเพณีงดเว้นการงาน ท่านให้นับวันท่ี
เริมทำางานใหม่เข้าด้วย
Draft(1919): Ob.38 Code(1925): 161 Code(1992): 193/8

-

第 37条
期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、慣習をこれに適用する。上の名称を民事及び商事法典とする。休業日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、当たるとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、続く日を延長された［新たな］期間の初日とく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅最初めとは、毎月のの名称を民事及び商事法典とする。営業日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。［期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。として］算
入されない。する。

-

มาตรา ๓๘

ในทางความ ในทางราชการ และทางคา้ขายน้ัน วัน หมายความวา่เวลาทำาการงานตามปกติ
Draft(1919): Ob.39 Code(1925): 162 Code(1992): 193/4

-

第 38条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。審理、仏歴行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、政事務、仏歴および商事法典とする。商営業に定められたそれと競合し、おいて、仏歴日よりその効力を発する。とは、仏歴通常、仏歴事務日よりその効力を発する。［あるいは営業日よりその効力を発する。］とされ
る日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。意味する。する。
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第一編 総則 第五章 自然人

ลักษณ ๕
第五章

บุคคลธรรมดา
自然人

หมวด ๑
第一節

สภาพบุคคล
権利能力

-

มาตรา ๓๙

สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอย่่รอดเป็นทารก และสุดส้ินลงเมื่อตาย
ทารกในครรภ์มารดา สามารถจะมีสิทธิบางอย่างท่ีกฎหมายบ่งไว้โดยเฉภาะ หากวา่ภายหลัง

เกิดมารอดอย่่
Draft(1919): - Code(1925): 15 Code(1992): 15

-

第 39条
I. 自然人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。権利に対する能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。は、仏歴分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ娩が無事に完了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始が本法に定められたそれと競合し、無事に定められたそれと競合し、完了する。して新たな］期間の初日と生児として生きて［母体から］分離した時点に開始として生き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。て［母体から］分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始した時点より、遅滞にあるものとする。に定められたそれと競合し、開始
し、仏歴死によって終了する。に定められたそれと競合し、よって終了する。する。

II. 未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干だ母体内に定められたそれと競合し、ある胎児として生きて［母体から］分離した時点に開始であっても、仏歴出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見生後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干し続く日を延長された［新たな］期間の初日とけることを民事及び商事法典とする。条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変として特に法律が指定する若干に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。律が本法に定められたそれと競合し、指定が本法に定められたそれと競合し、する若干
の名称を民事及び商事法典とする。権利に対するを民事及び商事法典とする。享受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๔๐

บุคคลย่อมเข้าภาวะเป็นผ่้ใหญ่ เมื่อมีอายุย่ีสิบปีบริบ่รณ์ ฤๅเมื่อทำาการสมรสแล้ว
Draft(1919): Ca.3, 4, 5 Code(1925): Ca.3→19, Ca.4→20 Code(1992): 19, 20

-

第 40条
人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴満 20歳に達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得に定められたそれと競合し、達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得した時点より、遅滞にあるものとする。で、仏歴または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得を民事及び商事法典とする。結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得んだ時点より、遅滞にあるものとする。に定められたそれと競合し、おいて、仏歴当然に定められたそれと競合し、成年としての名称を民事及び商事法典とする。地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。取得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできな
する。

-

มาตรา ๔๑

ถ้าเป็นพ้นวิสัยท่ีจะหยัง่ร้่วันเกิดของบุคคลผ่้ใด ท่านให้นับอายุบุคคลผ่้น้ันต้ังแต่วันปลาย
แห่งปีปฏิทินหลวงซ่ึงเป็นปีท่ีบุคคลผ่้น้ันเกิด
Draft(1919): Ca.7 Code(1925): 16 Code(1992): 16

-

第 41条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見生日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。ることが本法に定められたそれと競合し、不可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。年齢は、］国の定める暦において、そは、仏歴］国の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、める暦に定められたそれと競合し、おいて、仏歴そ
の名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見生した年の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。より起算する。

-

มาตรา ๔๒

บุคคลใดอันมีผ่้อ่ืนเอาชื่อไปใช้โดยไม่ชอบท่ี บุคคลน้ันอาจจะร้องขอศาลให้มีคำาสัง่บังคับ
ห้ามได้ วา่อย่าให้ผ่้อ่ืนน้ันเอาชื่อของไปใช้ คดีเช่นน้ันมีอายุความตัดฟ้องกำาหนดปีหน่ึง ต้ังแต่
วันเมื่อโจทได้ทราบว่ามีผ่้ใช้ชื่อมิชอบเช่นน้ัน ฤๅกำาหนดหา้ปี ต้ังแต่วันท่ีเริ่มใช้ชื่อเช่นน้ัน
Draft(1919): Ca.17, 18 Code(1925): 18 Code(1992): 18

-

第 42条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。氏名が本法に定められたそれと競合し、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、よって不正に使用されているときは、その［正当な権利］者は、自己の氏に定められたそれと競合し、使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。されているとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。［正に使用されているときは、その［正当な権利］者は、自己の氏当な権利に対する］者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、は、仏歴自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。氏
名を民事及び商事法典とする。不正に使用されているときは、その［正当な権利］者は、自己の氏に定められたそれと競合し、使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、対するしてその名称を民事及び商事法典とする。使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。を民事及び商事法典とする。差し止める命令を発するよう、裁判所に請求することがでし止める命令を発するよう、裁判所に請求することがでめる命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。発する。するよう、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、請求することが本法に定められたそれと競合し、で
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き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。この名称を民事及び商事法典とする。請求権は、仏歴原告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からが本法に定められたそれと競合し、自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。氏名を民事及び商事法典とする。不正に使用されているときは、その［正当な権利］者は、自己の氏に定められたそれと競合し、使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。いることを民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。り得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなた日よりその効力を発する。から 1年を民事及び商事法典とする。経過
したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴または［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、権利に対する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。］氏名の名称を民事及び商事法典とする。不正に使用されているときは、その［正当な権利］者は、自己の氏使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。を民事及び商事法典とする。始めた日よりその効力を発する。から 5年を民事及び商事法典とする。経過したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴時
効に定められたそれと競合し、よって消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。する。

-

มาตรา ๔๓

ภ่มิลำาเนาของบุคคลน้ัน ได้แก่ถ่ินท่ีอย่่ด้วยความจงใจว่าจะอย่่ยึดไป คนๆ หน่ึงหาอาจจะมี
ภ่มิลำาเนามากกวา่แห่งหน่ึงในเวลาเดียวกันได้ไม่
Draft(1919): Ca.22 Code(1925): 44 Code(1992): 37

-

第 43条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着とは即ち、合意しても成立しない。ち、仏歴将来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、居続く日を延長された［新たな］期間の初日とける意図を以てその者が滞在する場所のことをいう。一人のを民事及び商事法典とする。以てその名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、滞にあるものとする。在する場所のことをいう。一人のする場所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。いう。一人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。
個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、同時に定められたそれと競合し、複数の個人から成る一の名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、することは許されない。されない。

-

มาตรา ๔๔

เมื่อบุคคลได้ถือเอาแล้วซ่ึงภ่มิลำาเนาแห่งใด แห่งน้ันคงเป็นภ่มิลำาเนาอย่่จนกว่าจะได้ถือเอา
ภ่มิลำาเนาใหม่
Draft(1919): - Code(1925): 48 Code(1992): 41

-

第 44条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、一旦、仏歴ある場所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。置する項目に従う。いたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［別の場所に］新たな住所を置くまでの間の名称を民事及び商事法典とする。場所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、］新たな］期間の初日とたな住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。置する項目に従う。く成文法、［その他の］成文法、勅令、勅までの名称を民事及び商事法典とする。間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、
は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。場所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着であり続く日を延長された［新たな］期間の初日とけるもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

-

มาตรา ๔๕

หญิงท่ีทำาการสมรสแล้ว ย่อมนับวา่มีภ่มิลำาเนาแห่งเดียวกับสามี บุคคลผ่้เยาว์คือผ่้ยังไม่มี
อายุย่ีสิบปีบริบ่รณ์ก็ดี ฤๅผ่้ไร้ความสามารถด้วยเหตุอ่ืนอย่างใดๆ ก็ดี ย่อมนับวา่ภ่มิลำาเนาอัน
เดียวกันกับผ่้แทนของตนโดยชอบธรรม
Draft(1919): - Code(1925): 50(I), 51 Code(1992): 43, 44

-

第 45条
既婚の名称を民事及び商事法典とする。女性の高いものは、仏歴夫と同一の住所を有するものと見なす。年齢が満と同一の名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、するもの名称を民事及び商事法典とする。と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見なす。年齢は、］国の定める暦において、そが本法に定められたそれと競合し、満 20歳に達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得に定められたそれと競合し、達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得しない未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、や、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。
他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。事由に定められたそれと競合し、よって行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。無能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。とされる者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対すると同一の名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、するもの名称を民事及び商事法典とする。と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見な
す。

-

หมวด ๒
第二節

ความสามารถ
行為能力

ส่วนที่ ๑
第一款

ผู้เยาว์
未成年者

-

มาตรา ๔๖

ผ่้เยาว์น้ัน ชื่อว่าเป็นผ่้ไร้ความสามารถ บันดาลการใดๆ อันเขาได้ทำาลง ถ้าผ่้แทนโดยชอบ
ธรรมไม่ได้อนุมัติด้วยแล้ว การน้ันย่อมเป็นโมฆียะ เว้นไว้แต่ท่ีมีบทบัญญัติไว้ในมาตราท้ังสาม
ต่อน้ีไป
Draft(1919): Ca.76, 77 Code(1925): 21 Code(1992): 21

-
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第 46条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、とは行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。無能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であり、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。同意の名称を民事及び商事法典とする。上で行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、ったもの名称を民事及び商事法典とする。でない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴こ
れを民事及び商事法典とする。取り消すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。但し、以下し、仏歴以下 3条［＝善意］をもって対抗することは許されない。第 47条から第 49条まで］に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、する場合し、は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。
限りにおいて、その効力を失う。りでない。

-

มาตรา ๔๗

สรรพการอันผ่้เยาว์ได้ทำาลงน้ัน ย่อมสมบ่รณ์เพียงการท่ีจะให้ผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเขา 
โดยปราศจากค่าภาระติดพันฤๅเง่ือนไข
Draft(1919): - Code(1925): 22 Code(1992): 22

-

第 47条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った如何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。なる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。も、仏歴それが本法に定められたそれと競合し、何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。ら義務の名称を民事及び商事法典とする。負う関係を意味する。担も条件も伴わず、単に自己を益するものでも条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変も伴わず、単に自己を益するものでわず、仏歴単に定められたそれと競合し、自己の誠実さを民事及び商事法典とする。益のためするもの名称を民事及び商事法典とする。で
ある限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴完全ての種類の権利に対するな効力を発する。を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する。

-

มาตรา ๔๘

ผ่้เยาว์จะทำาการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงวา่โดยสภาพของการน้ัน ไม่อาจนะให้ผ่้แทนทำาแทน
ได้ เช่นว่าการสมรส ฤๅทำาสัตยาธิษฐานเป็นต้น ก็อาจจะทำาโดยลำาพังเองได้เพียงท่ีมีกฎหมาย
อนุญาตไว้ในการน้ันๆ
Draft(1919): Ca.74 Code(1925): 23 Code(1992): 23

-

第 48条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であっても、仏歴婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得の名称を民事及び商事法典とする。締結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得や誓約の成立要件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変などその名称を民事及び商事法典とする。性の高いもの質上、仏歴代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、代行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、させることの名称を民事及び商事法典とする。でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。
は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。許されない。可が本法に定められたそれと競合し、ある限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、おいて、仏歴単独あるいは複数の個人から成る一で行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、うことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๔๙

ผ่้เยาว์จะทำาการท้ังปวง ซ่ึงเป็นธรรมเนียมในทางครองชีพอย่่ปกติทุกวัน ตามควรแก่อายุ 
กำาลังทรัพย์ และฐานะของตน ก็อาจจะทำาโดยลำาพังตนเองได้
Draft(1919): Ca.75 Code(1925): 24 Code(1992): 24

-

第 49条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であっても、仏歴日よりその効力を発する。常生活で常に繰り返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応ので常に定められたそれと競合し、繰り返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応のり返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応のされる習をこれに適用する。慣的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。年齢は、］国の定める暦において、そ、仏歴財力を発する。、仏歴身分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わに定められたそれと競合し、相応じて債権債務［関係］の成立、変の名称を民事及び商事法典とする。
もの名称を民事及び商事法典とする。である限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴全ての種類の権利に対するて単独あるいは複数の個人から成る一で行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、うことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๕๐

ผ่้เยาว์น้ัน เมื่อผ่้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้ว ฤๅไม่ยอมอนุญาตแต่ศาลอนุญาต ให้
ประกอบการงานเช่นวา่พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ฤๅรับภาระธุระอ่ืนๆ ในกรณีเช่นว่าน้ัน จง
ถือว่าผ่้เยาว์มคีวามสามารถเท่าผ่้ใหญ่เพียงเฉภาะการงานน้ันเอง

อน่ึงผ่้แทนโดยชอบธรรมฤๅศาลท่ีได้อนุญาตน้ัน เมื่อเห็นปรากฏวา่บุคคลน้ันไม่สามารถจะ
ทำาการงานได้ตามสมควรแล้ว จะกลับถอนคืนอนุญาตเช่นวา่น้ันก็ได้
Draft(1919): - Code(1925): 27 Code(1992): 27(I)

-

第 50条
I. 未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であっても、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、許されない。可し、仏歴あるいは法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、拒否しても裁判所が許可したときしても裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、許されない。可したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。
は、仏歴商業や製造業を民事及び商事法典とする。営み、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。業務を民事及び商事法典とする。請け負う関係を意味する。うなど、仏歴営利に対する活で常に繰り返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応の動を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、うことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。こ
の名称を民事及び商事法典とする。場合し、に定められたそれと競合し、おいては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。業務に定められたそれと競合し、関する限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、も成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、と同等の行為能力を有するものと見なの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、するもの名称を民事及び商事法典とする。と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見な
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す。

II. なお、仏歴［未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、］営業の名称を民事及び商事法典とする。許されない。可を民事及び商事法典とする。与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をえた法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するあるいは裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴当該未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。営業を民事及び商事法典とする。
適切に遂行する能力を未だに有しないことを認識したときは、営業の許可を取り消すことができる。に定められたそれと競合し、遂行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、する能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干だに定められたそれと競合し、有していた全ての請求権、しないことを民事及び商事法典とする。認識ある者から期待し得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなしたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴営業の名称を民事及び商事法典とする。許されない。可を民事及び商事法典とする。取り消すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๕๑

เมื่อผ่้เยาว์ท่ียังจำาต้องอาศัยผ่้แทนของตนโดยชอบธรรมอนุมัติให้ทำาการใดๆ มาใช้กล
ฉ้อฉลลวงให้เขาชื่อว่าตนเป็นผ่้มีอายุบริบ่รณ์แล้ว จะอ้างว่าตนเป็นคนไร้ความสามารถเอา
เป็นเหตุเพิกถอนการท่ีตนทำาไปน้ันๆ ไม่ได้เป็นอันขาด
Draft(1919): Ca.79 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 51条
何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。するために定められたそれと競合し、は、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干だに定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。同意に定められたそれと競合し、依存し続けることを条件として特に法律が指定する若干する未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴詐術を用いて自分がを民事及び商事法典とする。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。いて自分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わが本法に定められたそれと競合し、
成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であると他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、信じさせたときは、［この未成年者が、相手方に対して］未成年であることをじさせたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［この名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴相手方に定められたそれと競合し、対するして］未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年であることを民事及び商事法典とする。
援用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。して自らの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。取り消すことは絶対するに定められたそれと競合し、許されない。されない。

-

มาตรา ๕๒

เมื่อการอันผ่้เยาว์ได้ทำาลงเป็นโมฆียะไซร้ เฉภาะแต่บุคคลซ่ึงกล่าวต่อไปน้ี จะร้องขอให้
เพิกถอนฤๅให้สัตยาบันการเช่นว่าน้ันได้ คือ

(๑) ผ้่แทนโดยชอบธรรมของผ้่เยาว์
(๒) ผ้่เยาว์น้ันเอง เมื่อมีอายุบรบิ่รณ์แล้ว
(๓) ทายาทของผ้่เยาว์

Draft(1919): Ca.80 Code(1925): 137 Code(1992): 175
-

第 52条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。が本法に定められたそれと競合し、取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいに定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。みが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。取り消し、仏歴あるい
は追認することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する
(2) 未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、成年に定められたそれと競合し、達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得した後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、おいては、仏歴［行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。時に定められたそれと競合し、］未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年であった者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、自身
(3) 未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する

-

มาตรา ๕๓

สิทธิซ่ึงจะร้องขอให้เพิกถอนการอันเป็นโมฆียะ ซ่ึงผ่้เยาว์ได้ทำาไปน้ัน ย่อมระงับส้ินไปโดย
อายุความมีกำาหนดห้าปี นับแต่วันท่ีได้ทำาการเช่นวา่น้ี แต่กระน้ันก็ดี กำาหนดอายุความน้ียังฟัง
ไม่ได้วา่เป็นยุตติจนกว่าจะล่วงไปปีหน่ึง ภายหลังเวลาเมื่อผ่้เยาว์น้ันมีอายุบริบ่รณ์ ฤๅผ่้แทน
โดยชอบธรรมได้ต้ังขึ้นให้แก่ผ่้เยาว์น้ันแล้ว
Draft(1919): Ca.81 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 53条
未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。取り消しを民事及び商事法典とする。請求する権利に対するは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から 5年を民事及び商事法典とする。経過し
た時点より、遅滞にあるものとする。で時効に定められたそれと競合し、よって消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。する。但し、以下しこの名称を民事及び商事法典とする。時効の名称を民事及び商事法典とする。効果として有していた全ての請求権、は、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、出生後に生存し続けることを条件として特に法律が指定する若干成年者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、成年に定められたそれと競合し、達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得した時点より、遅滞にあるものとする。、仏歴あるいはこ
の名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。された時点より、遅滞にあるものとする。から 1年を民事及び商事法典とする。経過した後に位置する項目に従う。でなければ、仏歴これを民事及び商事法典とする。援用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。な
い。

-
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第一編 総則 第五章 自然人

ส่วนที่ ๒
第二款

บุคคลวิกลจริต
心神喪失者

-

มาตรา ๕๔

บุคคลวิกลจริตผ่้ใด ถ้าภริยาฤๅสามีก็ดี ผ่้บุพการี กล่าวคือ บิดา มารดา ป่่ ย่า ตา ยาย 
ทวดก็ดี ผ่้สืบสันดาน กล่าวคือ ล่ก หลาน เหลน ล้ือก็ดี ฤๅพนักงานอัยการก็ดี มีคำาร้องขอต่อ
ศาลแล้ว ศาลจะมีคำาสัง่แสดงว่าผ่้น้ันเป็นผ่้ไร้ความสามารถ และต้ังผ่้แทนโดยชอบธรรมก็ได้

คำาสัง่ศาลอันน้ีให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาด้วย
Draft(1919): Ca.82, 83, 84, 85, 86 Code(1925): 29 Code(1992): 28(I)(III)

-

第 54条
I. ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、心神喪失う。の名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、ある場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。夫と同一の住所を有するものと見なす。年齢が満または妻、仏歴3親等の行為能力を有するものと見な以内の名称を民事及び商事法典とする。直系尊属すなわすなわ
ち父母、仏歴父方あるいは母方の名称を民事及び商事法典とする。祖父母または曾祖父母、仏歴4親等の行為能力を有するものと見な以内の名称を民事及び商事法典とする。直系卑属すなわすなわち子、仏歴孫、仏歴曾孫あ
るいは玄孫、仏歴もしく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅は検察官が本法に定められたそれと競合し、、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、対するして請求したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。無能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっ力を発する。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、
とする旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。発する。し、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、］法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

II. 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、よるこの名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、は、仏歴官報で公示する。で公示する。する。
-

มาตรา ๕๕

บุคคลซ่ึงศาลได้แสดงว่าเป็นคนวิกลจริตดังน้ันแล้ว ถ้าทำาการใดแต่ลำาพังตน ไม่มีผ่้แทน
โดยชอบธรรมอนุมัติด้วยไซร้ การน้ันย่อมเป็นโมฆียะ
Draft(1919): Ca.93 Code(1925): 31 Code(1992): 29

-

第 55条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着より心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、とする旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けている者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。同意を民事及び商事法典とする。得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなずに定められたそれと競合し、単独あるいは複数の個人から成る一で行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、
為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๕๖

การใดๆ อันบุคคลผ่้ซ่ึงศาลไม่ได้แสดงวา่เป็นคนวิกลจริตได้ทำาลง ย่อมเป็นอันสมบ่รณ์ 
เว้นเสียแต่พิศ่จน์ได้ว่าการเช่นวา่น้ันได้ทำาในเวลาผ่้น้ันมีจริตวิกล และผ่้มีกรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ร้่
แล้วว่าผ่้ทำาเป็นคนวิกลจริตด้วยดังน้ี การน้ันจึงเป็นโมฆียะ
Draft(1919): - Code(1925): 32 Code(1992): 30

-

第 56条
［たとえある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、現実にこれを行に定められたそれと競合し、心神喪失う。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、ある場合し、でも、仏歴］裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着より心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、とする旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。
受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けていない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。如何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。なる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。も、仏歴当然に定められたそれと競合し、完全ての種類の権利に対するな効力を発する。を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する。但し、以下し、仏歴実にこれを行際に心神喪失状に定められたそれと競合し、心神喪失う。状
態にある場合において、その者の夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見現している時点より、遅滞にあるものとする。でその名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。が本法に定められたそれと競合し、行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、われたことが本法に定められたそれと競合し、証として有していた全ての権利を行使することができる。明らかでない限り、自己の誠実さされ、仏歴且つ、相手方も行為者が心神喪失状態つ、仏歴相手方も行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、心神喪失う。状態にある場合において、その者の夫または妻、
に定められたそれと競合し、あることを民事及び商事法典とする。知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。っていた場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴取り消すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๕๗

เมื่อการอันบุคคลวิกลจริตได้ทำาลงเป็นโมฆียะไซร้ เฉภาะแต่บุคคลซ่ึงกล่าวต่อไปน้ี จะ
ร้องขอให้เพิกถอน ฤๅให้สัตยาบันการเช่นวา่น้ันได้ คือ

(๑) ผ้่แทนโดยชอบธรรมของผ้่วิกลจริต
(๒) บุคคลน้ันเอง เมื่อหายวิกลจริตแล้ว
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第一編 総則 第五章 自然人

(๓) ทายาทของผ้่วิกลจริต

Draft(1919): Ca.94 Code(1925): 137 Code(1992): 175
-

第 57条
心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。が本法に定められたそれと競合し、取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいに定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。みが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。取り消し、仏歴ある
いは追認することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する
(2) 心神喪失う。状態にある場合において、その者の夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、解消した後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、おいては、仏歴［行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。時に定められたそれと競合し、］心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、であった者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、自身
(3) 心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する

-

มาตรา ๕๘

สิทธิซ่ึงจะร้องขอให้เพิกถอนการอันเป็นโมฆียะ ซ่ึงบุคคลผ่้วิกลจริตได้ทำาไปน้ัน ย่อมระงับ
ส้ินไปโดยอายุความมีกำาหนดห้าปี นับแต่วันท่ีได้ทำาการเช่นวา่น้ี แต่กระน้ันก็ดี กำาหนดอายุ
ความน้ียังฟังไม่ได้วา่ยุตติจนกว่าจะล่วงไปปีหน่ึง ภายหลังเวลาเมื่อบุคคลเช่นวา่น้ันหาย
วิกลจริต ฤๅผ่้แทนโดยชอบธรรมได้ต้ังขึ้นให้แก่บุคคลน้ันแล้ว
Draft(1919): Ca.95 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 58条
心神喪失う。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。取り消しを民事及び商事法典とする。請求する権利に対するは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から 5年を民事及び商事法典とする。経過
した時点より、遅滞にあるものとする。で時効に定められたそれと競合し、よって消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。する。但し、以下しこの名称を民事及び商事法典とする。時効の名称を民事及び商事法典とする。効果として有していた全ての請求権、は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、心神喪失う。状態にある場合において、その者の夫または妻、から回復した時した時
点より、遅滞にあるものとする。、仏歴あるいはこの名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。された時点より、遅滞にあるものとする。から 1年を民事及び商事法典とする。経過した後に位置する項目に従う。でなければ、仏歴これを民事及び商事法典とする。援用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。す
ることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない。

-

ส่วนที่ ๓
第三款

บุคคลมีกายหรอืใจไม่สมประกอบ
身体あるいは精神に障害のある者あるいは精神に障害のある者精神に障害のある者障害のある者のある者

-

มาตรา ๕๙

บุคคลผ่้ใดไม่สามารถจะจัดทำาการงานของตนเองได้เพราะเหตุจิตต์ฟ่ันเฟือนก็ดี เพราะ
ความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินก็ดี ฤๅเพราะเป็นคนติดสุรายาเมาก็ดี เมื่อบุคคลผ่้
หน่ึงผ่้ใดซ่ึงระบุไว้ในมาตรา ๕๔ ได้ร้องขอต่อศาล ศาลจะสัง่ให้บุคคลน้ันอย่่ในความพิทักษ์
ก็ได้

คำาสัง่ศาลน้ี ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาด้วย
Draft(1919): - Code(1925): 34 Code(1992): 32

-

第 59条
I. 心神耗弱のため、または浪費癖あるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。ため、仏歴または浪費癖あるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自分で自分のあるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、、仏歴ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、自分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わで自分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わの名称を民事及び商事法典とする。
事務管理の名称を民事及び商事法典とする。でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、ある場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴第 54条に定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげた何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づい
て、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。く成文法、［その他の］成文法、勅令、勅よう命じることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

II. 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。この名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、は、仏歴官報で公示する。で公示する。する。
-

มาตรา ๖๐

บุคคลผ่้ท่ีศาลให้อย่่ในความพิทักษ์น้ัน ถ้าผ่้พิทักษ์ไม่อนุญาตแล้ว ย่อมไม่อาจจะทำาการ
อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีกล่าวต่อไปน้ีแต่ลำาพังตนได้ คือ
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(๑) รับทรัพย์สินฤๅเงิน
(๒) ลงทนุเพื่อแสวงผลกำาไร
(๓) ยมืเงินฤๅรับเป็นผ้ค่ำ้ าประกัน
(๔) ร้องฟ้องคดีในศาล เวน้แต่ที่จะร้องขอให้ยกเลิกผ้่พิทักษ์ของตนน้ัน จึงจะร้องฟ้องเองได้
(๕) ให้โดยเสนหา ฤๅทำาสัญญาปรานีปรานอมยอมความ ฤๅตกลงให้อนุยาโตตุลาการพิจารณาคดี
(๖) บอกปัดไม่รับเมื่อเขาให้โดยเสนหา ฤๅไม่รับส่วนทรัพย์มฤดกก็ดี ฤๅรับเอาทรัพย์เช่นว่าน้ัน

อนัตกอย่่ในค่าภาระติดพนัฤๅเง่ือนไขอย่างใดๆ
(๗) เช่าฤๅให้เช่าสังหาริมทรพัย์เกินกำาหนดสามปี
(๘) ถือเอาสิทธิ ซ่ึงเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพยท์ี่มคี่า เวน้ไว้แต่ทรัพย์ที่เขาให้

หรือทรัพย์มฤดกอันไม่ตกอย่่ในบังคับค่าภาระติดพันฤๅเง่ืองไขอย่างใดๆ

Draft(1919): - Code(1925): 35(I) Code(1992): 34(I)
-

第 60条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、より保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいに定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。するために定められたそれと競合し、は、仏歴保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。同意
を民事及び商事法典とする。得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできななければならない。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 財産あるいは金銭を受領すること。を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。領すること。すること。
(2) 利に対する益のためを民事及び商事法典とする。求めて資産を民事及び商事法典とする。投資すること。
(3) 金銭を受領すること。を民事及び商事法典とする。借用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。し、仏歴あるいは保証として有していた全ての権利を行使することができる。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとなること。
(4) 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、訴訟を提起すること。但し、自己の保佐人の解任を裁判所に請求することは、被保佐を民事及び商事法典とする。提起すること。但し、以下し、仏歴自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。解任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。を民事及び商事法典とする。裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、請求することは、仏歴被保佐

人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する自らが本法に定められたそれと競合し、行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、うことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。
(5) 贈与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をすること、仏歴和解契約の成立要件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変を民事及び商事法典とする。すること、仏歴または仲裁人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。裁定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、よる訴訟を提起すること。但し、自己の保佐人の解任を裁判所に請求することは、被保佐の名称を民事及び商事法典とする。解決する。に定められたそれと競合し、同意すること。
(6) 贈与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をあるいは遺贈を民事及び商事法典とする。拒絶すること、仏歴または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。付随義務を民事及び商事法典とする。伴わず、単に自己を益するものでいあるいは条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変付き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。の名称を民事及び商事法典とする。贈与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をあ

るいは遺贈を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。領すること。すること。
(7) 3年を民事及び商事法典とする。越える期間にわたって動産を賃借し、あるいは賃貸すること。える期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、わたって動産を民事及び商事法典とする。賃借し、仏歴あるいは賃貸すること。すること。
(8) 不動産あるいは価値を有する動産に関する権利を取得すること。但し、何らの付随義務も条件を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する動産に定められたそれと競合し、関する権利に対するを民事及び商事法典とする。取得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなすること。但し、以下し、仏歴何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らの名称を民事及び商事法典とする。付随義務も条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変

もない贈与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をあるいは遺贈を民事及び商事法典とする。として受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。領すること。する場合し、は、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りでない。
-

มาตรา ๖๑

การใดดังได้ระบุมาในมาตราก่อนน้ัน ถ้าบุคคลผ่้อย่่ในความพิทักษ์ทำาลงโดยไม่ได้อนุญาต 
การน้ันย่อมเป็นโมฆียะ
Draft(1919): - Code(1925): 35(II) Code(1992): 34(II)

-

第 61条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、よって保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、、仏歴［保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。］同意を民事及び商事法典とする。得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなずに定められたそれと競合し、、仏歴第 60条に定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるい
げられた行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、ったとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴取り消すことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๖๒

เฉภาะแต่บุคคลซ่ึงกล่าวต่อไปน้ีเท่าน้ัน จะร้องขอให้เพิกถอน ฤๅให้สัตยาบันการอันเป็น
โมฆียะน้ันได้ คือ

(๑) ผ้่พิทักษ์
(๒) บุคคลน้ันเอง เมื่อศาลได้มีคำาสัง่ให้พ้นจากความพิทักษ์แล้ว
(๓) ทายาทของผ้่น้ัน
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Draft(1919): - Code(1925): 137 Code(1992): 175
-

第 62条
［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、より保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った］取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいに定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる
者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。みが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。取り消しを民事及び商事法典とする。請求し、仏歴あるいは追認することが本法に定められたそれと競合し、許されない。される。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する。
(2) 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、保佐の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。解除した場合には、［行為の時に］保佐人の監督の下に置かれていた者した場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。時に定められたそれと競合し、］保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれていた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、

自身。
(3) 被保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する。

-

มาตรา ๖๓

สิทธิซ่ึงจะร้องขอให้เพิกถอนการอันเป็นโมฆียะ ซ่ึงบุคคลผ่้วิกลจริตได้ทำาไปน้ัน ย่อมระงับ
ส้ินไปโดยอายุความมีกำาหนดห้าปี นับแต่วันท่ีได้ทำาการเช่นวา่น้ี

แต่ว่าสิทธิอันมีอย่่เป็นคุณแก่บุคคลผ่้อย่่ในความพิทักษ์ และเป็นโทษแก่ผ่้พิทักษ์น้ัน อายุ
ความยังไม่บริบ่รณ์จนกว่าหา้ปี นับต้ังแต่เวลาเมื่อบุคคลเช่นวา่น้ันได้พ้นจากความพิทักษ์แล้ว
Draft(1919): - Code(1925): - Code(1992): -

-

第 63条
I. 保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、った取り消し可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。の名称を民事及び商事法典とする。取り消しを民事及び商事法典とする。請求する権利に対するは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。
の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から 5年を民事及び商事法典とする。経過した時点より、遅滞にあるものとする。で時効に定められたそれと競合し、よって消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。する。

II. しかしなが本法に定められたそれと競合し、ら、仏歴被保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、対するしては利に対する益のためを民事及び商事法典とする。もたらすが本法に定められたそれと競合し、、仏歴同時に定められたそれと競合し、保佐人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、は不利に対する益のためを民事及び商事法典とする。もたらす権利に対するに定められたそれと競合し、関
しては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。時効は、仏歴［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、よって］保佐の名称を民事及び商事法典とする。命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、が本法に定められたそれと競合し、解除した場合には、［行為の時に］保佐人の監督の下に置かれていた者された時点より、遅滞にあるものとする。から 5年を民事及び商事法典とする。経過しなけれ
ば完成しない。

-

หมวด ๓
第三節

สาบสูญ
失踪

-

มาตรา ๖๔

ถ้าบุคคลใดไปเสียจากถ่ินท่ีอย่่ และไม่มีใครร้่แน่ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร จนล่วงกำาหนด
ปีหน่ึงต้ังแต่ได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังท่ีสุดแล้ว พนักงานอัยการฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมีส่วนได้
เสียด้วยน้ัน จะร้องขอให้ศาลมีคำาสัง่ต้ังแต่งผ่้จัดการทรัพย์สินของบุคคลผ่้น้ันก็ได้
Draft(1919): Ca.24 Code(1925): 53 Code(1992): 48

-

第 64条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。居所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着から立ち去って、その生死を確知する者が一人もいない場合において、その者かって、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。生死によって終了する。を民事及び商事法典とする。確知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、一人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するもいない場合し、に定められたそれと競合し、おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、か
らの名称を民事及び商事法典とする。最後に位置する項目に従う。の名称を民事及び商事法典とする。消息を支払う場合において、その利率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。け取った時点より、遅滞にあるものとする。から 1年を民事及び商事法典とする。経過したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴検察官あるいは利に対する害関係人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する
の名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づいて、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๖๕

ถ้าผ่้ไม่อย่่น้ันได้แต่งต้ังตัวแทนมอบอำานาจจัดทรัพย์สินทัว่ไปแล้ว ศาลจะอนุญาตคำาร้อง
ขอซ่ึงกล่าวมาในมาตราก่อนได้ต่อเมื่อมาพิจารณาเห็นปรากฏวา่การท่ีตัวแทนจัดทรัพย์สินน้ัน
เกลือกจะเสียหายแก่ผ่้ไม่อย่่
Draft(1919): Ca.25 Code(1925): 54 Code(1992): 49

-
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第 65条
不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、［立ち去って、その生死を確知する者が一人もいない場合において、その者かる前の］本来の意味に従わに定められたそれと競合し、］自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。財産管理の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、包括代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。自ら選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。していたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着
は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。調査の結果、［不在者の置いた］代理人による財産管理が不在者に損害を及ぼす虞があるとの名称を民事及び商事法典とする。結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得果として有していた全ての請求権、、仏歴［不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。置する項目に従う。いた］代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、よる財産管理が本法に定められたそれと競合し、不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、損害を民事及び商事法典とする。及び商事法典とする。ぼす虞があるとが本法に定められたそれと競合し、あると
認めた場合し、に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴第 64条に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅請求を民事及び商事法典とする。認可することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๖๖

ตัวแทนอันผ่้ไม่อย่่ได้แต่งต้ังมอบอำานาจจัดทรัพย์สินทัว่ไปไว้น้ัน ถ้ามีการจำาเป็นท่ีจะต้อง
ทำาอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเห็นว่าเป็นการนอกอำานาจท่ีมอบไว้ จะร้องขอต่อศาลให้ขยายอำานาจ
น้ันก็ได้
Draft(1919): Ca.26 Code(1925): 56 Code(1992): 51

-

第 66条
不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、財産管理の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。した包括代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴［適切に遂行する能力を未だに有しないことを認識したときは、営業の許可を取り消すことができる。な財産管理の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、は］自らに定められたそれと競合し、委託されたされた
権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。越える期間にわたって動産を賃借し、あるいは賃貸すること。える行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。必要とすることが本法に定められたそれと競合し、判明らかでない限り、自己の誠実さしたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、対するして、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。拡張するよう請するよう請
求することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๖๗

ผ่้จัดการท่ีศาลได้แต่งต้ังขึ้นน้ัน ต้องทำาบาญชีทรัพย์สินของผ่้ไม่อย่่ในขณะเมื่อเข้าจัดการ 
บาญชีทรัพย์สินน้ีต้องทำาต่อหน้าพะยานสิงคน และให้ลงลายมือชื่อพะยานในบาญชีน้ันด้วย
Draft(1919): Ca.27 Code(1925): 57 Code(1992): 52

-

第 67条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、［不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、］選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。した財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。管理を民事及び商事法典とする。始めるに定められたそれと競合し、当たり、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産の名称を民事及び商事法典とする。目が、法律中の、国策に関連する規定、
録を作成しなければならない。この財産目録は、を民事及び商事法典とする。作その他の事情より成しなければならない。この名称を民事及び商事法典とする。財産目が、法律中の、国策に関連する規定、録を作成しなければならない。この財産目録は、は、仏歴2名の名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。立会の下に作成し、またその証人に目の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、作その他の事情より成し、仏歴またその名称を民事及び商事法典とする。証として有していた全ての権利を行使することができる。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、目が、法律中の、国策に関連する規定、
録を作成しなければならない。この財産目録は、中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、署名させなければならない。

-

มาตรา ๖๘

ผ่้จัดการน้ัน มีอำานาจเป็นตัวแทนซ่ึงได้รับมอบอำานาจทัว่ไป และเมื่อได้รับอนุญาตของ
ศาลก่อนแล้ว ผ่้จัดการก็อาจจะทำาการอ่ืนอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินของผ่้ไม่อย่่น้ัน
ได้
Draft(1919): Ca.28 Code(1925): 58 Code(1992): 54

-

第 68条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、［不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、］選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。した財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴包括的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見な権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。委託されたされた代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。
を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、し、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着から事前の］本来の意味に従わに定められたそれと競合し、許されない。可を民事及び商事法典とする。得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなている場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産に定められたそれと競合し、関連する規定、するその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。もまた、仏歴
行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、うことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๖๙

ถ้าผ่้ไม่อย่่ได้แต่งต้ังตัวแทนมอบอำานาจเฉภาะการอันใดไว้ ผ่้จัดการหาอาจจะสอดเข้าไป
เก่ียวข้องกับการท่ีเป็นอำานาจเฉภาะการเช่นน้ันได้ไม่ แต่ถ้ามาพิจารณาเห็นปรากฏว่าการท่ี
ตัวแทนจัดทำาอย่่น้ันเกลือกจะเสียหายแก่ผ่้ไม่อย่่ไซร้ ก็อาจร้องขอให้ศาลถอดตัวแทนน้ันเสีย
ได้
Draft(1919): Ca.29 Code(1925): 59 Code(1992): 55

-
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第 69条
不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、特に法律が指定する若干定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。事務に定められたそれと競合し、つき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴自ら代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。していたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、より選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。された］財産管
理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。事務の名称を民事及び商事法典とする。管理権限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、かかる事項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」に定められたそれと競合し、は、仏歴一切に遂行する能力を未だに有しないことを認識したときは、営業の許可を取り消すことができる。干渉することができない。但し、その代理人にすることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない。但し、以下し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、
よる事務管理の名称を民事及び商事法典とする。結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得果として有していた全ての請求権、、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、［の名称を民事及び商事法典とする。財産］に定められたそれと競合し、損害が本法に定められたそれと競合し、生じる虞があるとが本法に定められたそれと競合し、あると判明らかでない限り、自己の誠実さした場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴［財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する
は、仏歴］その名称を民事及び商事法典とする。代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。解任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。を民事及び商事法典とする。裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、請求することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๗๐

ศาลจะสัง่เองในขณะใดๆ ฤๅจะมีคำาสัง่เมื่อพนักงานอัยการฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมีส่วนได้เสีย
ร้องขอขึ้นในการเหล่าน้ี ก็สัง่ได้ คือ

(๑) ให้ผ้่จัดการหาประกันให้ไว้เพื่อการที่จัดทำา และเพื่อส่งคืนทรัพย์สินที่มอบไว้
(๒) ให้ผ้่จัดการแจ้งรายงานให้ทราบว่าทรัพย์สินที่ว่ามาแล้วน้ันเป็นอย่างไรๆ
(๓) ถอดถอนผ้จ่ัดการออกเสียโดยมีเหตุอนัสมควร และต้ังแต่งผ้่อื่นให้จัดการแทนผ้่น้ันต่อไป

Draft(1919): Ca.30 Code(1925): 60 Code(1992): 56
-

第 70条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴職権に定められたそれと競合し、よって、仏歴または検察官あるいは利に対する害関係人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいの名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。命じる［こ
とが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る］。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) ［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、より選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。された］財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。管理行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、関し、仏歴また、仏歴委託されたされた財産の名称を民事及び商事法典とする。返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応の
還を確実にするために、担保を提供させること。を民事及び商事法典とする。確実にこれを行に定められたそれと競合し、するために定められたそれと競合し、、仏歴担も条件も伴わず、単に自己を益するもので保を民事及び商事法典とする。提供させること。させること。

(2) 財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産の名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、を民事及び商事法典とする。報で公示する。告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からさせること。
(3) 相当の名称を民事及び商事法典とする。事由が本法に定められたそれと競合し、ある場合し、に定められたそれと競合し、、仏歴財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。解任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。して他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。し、仏歴管理を民事及び商事法典とする。続く日を延長された［新たな］期間の初日と行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、させること。

-

มาตรา ๗๑

ศาลจะมคีำาสัง่ให้ผ่้จัดการได้รับสินจ้างคิดจ่ายจากทรัพย์สินของผ่้ไม่อย่่ก็ได้
Draft(1919): Ca.31 Code(1925): 61 Code(1992): 57

-

第 71条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴［不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、自らが本法に定められたそれと競合し、選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。する］財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、、仏歴不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産から報で公示する。酬を支払うよう命を民事及び商事法典とする。支払ったとしても、回避することのできなうよう命
じることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๗๒

อำานาจของผ่้จัดการน้ัน ย่อมสุดส้ินลงในกรณีย์ดังกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) เมื่อผ้่ไมอ่ย่่น้ันกลับมา
(๒) เมื่อได้พะยานเป็นหลักฐานแน่ชัดว่าผ้่ไมอ่ย่่น้ันถึงแก่ความตาย
(๓) เมื่อศาลถอนผ้จ่ัดการ
(๔) เมื่อผ้่จัดการลาออกฤๅถึงแก่ความตาย
(๕) เมื่อศาลแสดงความสาบส่ญดังบัญญัติไว้ต่อไปน้ี

Draft(1919): Ca.32 Code(1925): 62 Code(1992): 58
-

第 72条
［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、より選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。された］財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。は、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいの名称を民事及び商事法典とする。事由に定められたそれと競合し、より当然に定められたそれと競合し、終了する。する。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、帰還を確実にするために、担保を提供させること。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
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(2) 不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、既に定められたそれと競合し、死によって終了する。亡したことを明確に伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。したことを民事及び商事法典とする。明らかでない限り、自己の誠実さ確に定められたそれと競合し、伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。える証として有していた全ての権利を行使することができる。拠を［裁判所が］入手したとき。を民事及び商事法典とする。［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、］入されない。手したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(3) 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。解任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(4) 財産管理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、辞任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。したか、仏歴または死によって終了する。亡したことを明確に伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(5) 裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、［不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、ついて］以下に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、する失う。踪宣告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からを民事及び商事法典とする。下したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。

-

มาตรา ๗๓

กฎหมายลักษณตัวแทนน้ัน ย่อมใช้บังคับในการจัดการทรัพย์สินของผ่้ไม่อย่่ เพียงท่ีไม่ขัด
ขวาง ฤๅไม่แย้งกับความในหมวดน้ี
Draft(1919): Ca.33 Code(1925): 63 Code(1992): 60

-

第 73条
［本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。］代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、関する章に規定される計算方法は、全ての場合において期間の計算に適用される。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、は、仏歴本節の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不の名称を民事及び商事法典とする。趣旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不あるいは齟齬のない限りにおいて、不の名称を民事及び商事法典とする。ない限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、おいて、仏歴不
在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。財産の名称を民事及び商事法典とする。管理行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、これを民事及び商事法典とする。適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する。

-

มาตรา ๗๔

ถ้าบุคคลได้ไปจากถ่ินท่ีอย่่ และตราบเท่าเจ็ดปีไม่มีใครทราบแน่ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างใด
เมื่อพนักงานอัยการฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาล ศาลจะมีคำาสัง่แสดงว่าบุคคล
เช่นวา่น้ันสาบส่ญเสียแล้วก็ได้

อน่ึงระยะเจ็ดปีข้างต้นน้ัน ถ้ามีข้อความท่ีควรเชื่อฟังได้ในครั้งหลังท่ีสุดแสดงให้เห็นวา่ 
บุคคลผ่้ไม่อย่่น้ันตกอย่่ในฐานท่ีจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต เสมือนเช่นวา่เป็นผ่้ไปในเรือเมื่อ
อับปางก็ดี ฤๅตกอย่่ในกลางสงครามก็ดี ให้ลดเวลาลงคงสามปี
Draft(1919): Ca.34 Code(1925): 64 Code(1992): 61

-

第 74条
I. ある者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。居所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着から立ち去って、その生死を確知する者が一人もいない場合において、その者かってから 7年が本法に定められたそれと競合し、経過し、仏歴且つ、相手方も行為者が心神喪失状態つ、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。生死によって終了する。を民事及び商事法典とする。確知ることができないときは、［文書中の］より後に位置する項目に従う。する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、誰一人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するいないと
き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴検察官または利に対する害関係人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。失う。踪者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、とする宣告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からを民事及び商事法典とする。すること
が本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

II. なお、仏歴本条第 1項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、される 7年の名称を民事及び商事法典とする。期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。消息を支払う場合において、その利率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、を民事及び商事法典とする。］最後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。える信じさせたときは、［この未成年者が、相手方に対して］未成年であることを頼すべき情報によすべき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。情より報で公示する。に定められたそれと競合し、よ
れば、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。不在する場所のことをいう。一人の者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、沈没した船舶に乗船していた、あるいは戦地に臨んでいたなど、生命の危険に曝した船舶に乗船していた、あるいは戦地に臨んでいたなど、生命の危険に曝に定められたそれと競合し、乗船していた、仏歴あるいは戦地に定められたそれと競合し、臨んでいたなど、生命の危険に曝んでいたなど、仏歴生命の名称を民事及び商事法典とする。危険を意味する。に定められたそれと競合し、曝
されていた事情よりが本法に定められたそれと競合し、ある場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴これを民事及び商事法典とする。 3年間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、短縮する。する。

-

มาตรา ๗๕

เมื่อศาลแสดงว่าบุคคลใดสาบส่ญแล้ว บุคคลผ่้น้ันย่อมชื่อว่าตายแล้วเมื่อส้ินระยะเวลาท่ี
ระบุไว้ในมาตราก่อนน้ัน แต่น้ันไปให้ทรัพย์มฤดกของผ่้น้ันตกแก่ทายาทของเขาตามกฎหมาย
รักษณมฤดก
Draft(1919): Ca.35 Code(1925): 65 Code(1992): 62

-

第 75条
ある個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着より失う。踪の名称を民事及び商事法典とする。宣告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からを民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴第 74条に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、された期間の］合意、あるいはその合意内容中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。満了する。した時点より、遅滞にあるものとする。で死によって終了する。亡したことを明確に伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。
したもの名称を民事及び商事法典とする。と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見なす。この名称を民事及び商事法典とする。時点より、遅滞にあるものとする。より、仏歴失う。踪者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。遺産は、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。相続く日を延長された［新たな］期間の初日とに定められたそれと競合し、関する章に規定される計算方法は、全ての場合において期間の計算に適用される。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、したが本法に定められたそれと競合し、っ
て、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、帰属すなわする。

-

มาตรา ๗๖

เมื่อทรัพย์มฤดกของผ่้ท่ีศาลได้แสดงวา่สาบส่ญน้ันได้โอนให้แก่ทายาทแล้วท้ังหมด ฤๅแต่
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บางส่วนก็ดี ถ้าผ่้น้ันกลับมา ทายาทจำาต้องคืนทรัพย์ท่ีได้ไว้ ตามความในบรรพหน้ี ลักษณคืน
ลาภอันมิควรได้
Draft(1919): Ca.36 Code(1925): 66 Code(1992): 63

-

第 76条
裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着より失う。踪の名称を民事及び商事法典とする。宣告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からを民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けた個人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。遺産が本法に定められたそれと競合し、全ての種類の権利に対するてあるいは部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、譲り渡された後に、失踪り渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。された後に位置する項目に従う。に定められたそれと競合し、、仏歴失う。踪
者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、帰還を確実にするために、担保を提供させること。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴遺贈を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けた相続く日を延長された［新たな］期間の初日と人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。の名称を民事及び商事法典とする。債権債務関係に定められたそれと競合し、関する編の、不当利得の返還の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴不当利に対する得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなの名称を民事及び商事法典とする。返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応の還を確実にするために、担保を提供させること。
に定められたそれと競合し、関する章に規定される計算方法は、全ての場合において期間の計算に適用される。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、って、仏歴受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。け取った財産を民事及び商事法典とする。返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応の還を確実にするために、担保を提供させること。しなければならない。

-

มาตรา ๗๗

สิทธิท่ีจะเรียกร้องเอาทรัพย์มฤดกคืนตามความท่ีกล่าวมาในมาตราก่อนน้ัน ย่อมระงับส้ิน
ไปโดยอายุความมีกำาหนดปีหน่ึง ต้ังแต่วันซ่ึงผ่้ท่ีศาลได้แสดงวา่สาบส่ญน้ันได้กลับมา
Draft(1919): Ca.37 Code(1925): - Code(1992): -

-

第 77条
第 76条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、って遺産の名称を民事及び商事法典とする。返される習慣的な行為は、その年齢、財力、身分に相応の還を確実にするために、担保を提供させること。を民事及び商事法典とする。請求する権利に対するは、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着より失う。踪宣告が自己の氏名を不正に使用する者のいることを知り得た日からを民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けた者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。帰還を確実にするために、担保を提供させること。日よりその効力を発する。から
起算して 1年を民事及び商事法典とする。経過したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴時効に定められたそれと競合し、よって消滅に、［可能な限り広く］これを適用する。する。

-
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第一編　総則 第六章　法の適用人

ลักษณ ๖
第六章

บุคคลนิติสมมต
法の適用人

หมวด ๑
第一節

ก่อตั้งและความสามารถแห่งบุคคลนติิสมมต
法人の設立とその行為能力の設立とその行為能力とその行為能力

-

มาตรา ๗๘

อันว่านิติสมมตน้ัน จะก่อต้ังขึ้นได้แต่โดยกฎหมาย ฤๅตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
Draft(1919): Ca.96 Code(1925): 68 Code(1992): 65

-

第 78条
法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するというもの名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律あるいは法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、定が本法に定められたそれと競合し、められた規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、っての名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴これを民事及び商事法典とする。設立することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。
る。

-

มาตรา ๗๙

บุคคลนิติสมมต ย่อมสิทธิและหน้าท่ีเหมือนบุคคลธรรมดา เว้นเสียแต่สิทธิและหน้าท่ีซ่ึงว่า
โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉภาะแก่บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน
Draft(1919): Ca.97, 98 Code(1925): 70 Code(1992): 67

-

第 79条
法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴当然に定められたそれと競合し、自然人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対すると同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。の名称を民事及び商事法典とする。権利に対するを民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、し義務を民事及び商事法典とする。負う関係を意味する。う。但し、以下し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。性の高いもの質からして、仏歴自然人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、固有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。権
利に対する義務に定められたそれと競合し、関しては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

-

มาตรา ๘๐

ภ่มิลำาเนาของบุคคลนิติสมมตน้ัน ได้แก่ถ่ินท่ีมีสำานักงานแห่งใหญ่หรือท่ีต้ังทำาการ แต่ว่า
ถ่ินท่ีมีสาขาสำานักงานจะจัดวา่เป็นภ่มิลำาเนาด้วยก็ได้
Draft(1919): - Code(1925): 71 Code(1992): 68

-

第 80条
法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、そのな事務所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着あるいは事業所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着在する場所のことをいう。一人の地に定められたそれと競合し、、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する。支所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、するとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。
所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着在する場所のことをいう。一人の地もまた法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。住所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着とすることも許されない。される。

-

มาตรา ๘๑

จำาพวกท่ีกล่าวต่อไปน้ี ย่อมเป็นบุคคลนิติสมมต คือ
(๑) ทะบวงการเมอืง
(๒) วัดวาอาราม
(๓) ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว
(๔) บริษัทจำากัดสินใช้
(๕) สมาคม
(๖) ม่ลนิธิได้รับอนุญาตแล้ว
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Draft(1919): Ca.99 Code(1925): 72 Code(1992): -
-

第 81条
以下に定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。もの名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴当然に定められたそれと競合し、これを民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとする。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 政府機関
(2) 寺院
(3) 登記済みパートナーシップみパートナーシップ
(4) 有していた全ての請求権、限りにおいて、その効力を失う。会の下に作成し、またその証人に目社
(5) 社団
(6) 認可済みパートナーシップみ財団

-

มาตรา ๘๒

ทะบวงการเมืองน้ัน คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล เทศาภิบาลปกครองท้องท่ี และ
ประชาบาลท้ังหลาย
Draft(1919): Ca.100 Code(1925): 73 Code(1992): -

-

第 82条
政府機関とは即ち、合意しても成立しない。ち、仏歴中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、央政府の名称を民事及び商事法典とする。各省庁の用いる太陽暦に従ってこれを計算する。、仏歴地方行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、政機関、仏歴および商事法典とする。地域自治体の名称を民事及び商事法典とする。あらゆるもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๘๓

การจัดควบคุมวัดวาอาราม ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้ังปวงท่ีว่าด้วยการน้ัน
การจัดควบคุมหา้งหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนก็ดี บริษัทจำากัดสินใช้ก็ดี และสมาคมก็ดี ย่อม

บังคับตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการน้ันๆ
Draft(1919): Ca.101, 103 Code(1925): Ca.101→74 Code(1992): -

-

第 83条
I. 寺院の名称を民事及び商事法典とする。管理は、仏歴それに定められたそれと競合し、関する法の名称を民事及び商事法典とする。律および商事法典とする。［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、う。

II. 登記済みパートナーシップみパートナーシップ、仏歴有していた全ての請求権、限りにおいて、その効力を失う。会の下に作成し、またその証人に目社、仏歴ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、社団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。は、仏歴各々に関する法律および［そのに定められたそれと競合し、関する法の名称を民事及び商事法典とする。律および商事法典とする。［その名称を民事及び商事法典とする。
他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、う。

-

หมวด ๒
第二節

มูลนิธิ
財団法人の設立とその行為能力

-

มาตรา ๘๔

ม่ลนิธิน้ันได้แก่ทรัพย์สินอันจัดสรรไว้เป็นแพนกเพื่อบำาเพ็ญทาน การศาสนา วิทยาศาสตร์
วรรณคดี ฤๅเพื่อสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ และไม่ได้หมายคา้กำาไร
Draft(1919): Ca.104 Code(1925): 81 Code(1992): 110

-

第 84条
財団とは、仏歴慈善事業、仏歴宗教、仏歴科学技術を用いて自分が、仏歴文学、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、公益のために定められたそれと競合し、奉仕する機関として提供された財産でする機関として提供させること。された財産で
あって、仏歴営利に対するを民事及び商事法典とする。目が、法律中の、国策に関連する規定、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見としないもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๘๕

ม่ลนิธิน้ัน จะต้องก่อต้ังขึ้นด้วยทำาตราสารลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อน่ึงม่ลนิธิน้ันจะจัดต้ังขึ้นเป็นบุคคลนิติสมมตได้ต่อเมื่อรัฐบาลให้อำานาจและจดทะเบียน
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แล้ว
Draft(1919): Ca.106 Code(1925): 85(II) Code(1992): -

-

第 85条
I. 財団は、仏歴書による言語表現、もしくは動作その他の事情より面による寄附行為によって、これを設立しなければならない。に定められたそれと競合し、よる寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、よって、仏歴これを民事及び商事法典とする。設立しなければならない。

II. なお、仏歴財団が本法に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとして設立されるために定められたそれと競合し、は、仏歴政府より［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をされ、仏歴且つ、相手方も行為者が心神喪失状態つ、仏歴そ
れを民事及び商事法典とする。登記しなければならない。

-

มาตรา ๘๖

ตราสารต้ังม่ลนิธิน้ัน ต้องมีข้อความสำาคัญดังต่อไปน้ี
(๑) ชื่อของม่ลนิธิ
(๒) วัตถุที่ประสงค์ของม่ลนิธิ
(๓) ที่ต้ังสำานักงานของม่ลนิธิ แม้จะพึงมี
(๔) ข้อบังคับสำาหรับจัดการม่ลนิธิ
(๕) การแต่งต้ังผ้่จัดการทั้งหลายของม่ลนิธิ

Draft(1919): Ca.107 Code(1925): 82 Code(1992): 112
-

第 86条
財団を民事及び商事法典とする。設立するための名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。は、仏歴以下に定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」目が、法律中の、国策に関連する規定、を民事及び商事法典とする。内容とする根本規則を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、しなければならな
い。

(1) 財団の名称を民事及び商事法典とする。名称を民事及び商事法典とする。。
(2) 財団の名称を民事及び商事法典とする。目が、法律中の、国策に関連する規定、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見。
(3) 財団の名称を民事及び商事法典とする。事務所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着在する場所のことをいう。一人の地。設立予定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。もの名称を民事及び商事法典とする。も含む。む。
(4) 財団の名称を民事及び商事法典とする。管理に定められたそれと競合し、関する規定が本法に定められたそれと競合し、。
(5) 財団の名称を民事及び商事法典とする。理事の名称を民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。に定められたそれと競合し、関する規定が本法に定められたそれと競合し、。

-

มาตรา ๘๗

การให้อำานาจแก่ม่ลนิธิน้ัน ย่อมสุดแล้วแต่อำาเภอใจของรัฐบาล และจะบังคับให้มีข้อไข
อย่างไรๆ แล้วจ่ึงอนุญาตตามท่ีเห็นควรก็ได้

อน่ึงเมื่ออนุญาตให้อำานาจแล้ว ให้เก็บใจความแห่งข้อสำาคัญของม่ลนิธิน้ัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาด้วย
Draft(1919): Ca.108, 109, 110 Code(1925): Ca.108,109→86, 

Ca.110→85 Code(1992): -

-

第 87条
I. ［第 86条に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅］財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、対するする権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっの名称を民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をは、仏歴当然に定められたそれと競合し、政府の名称を民事及び商事法典とする。裁量が文字と数字によって表記されている場合においに定められたそれと競合し、属すなわし、仏歴適切に遂行する能力を未だに有しないことを認識したときは、営業の許可を取り消すことができる。と認められる
場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。等の行為能力を有するものと見なかの名称を民事及び商事法典とする。条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変を民事及び商事法典とする。付して［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。］認可することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

II. なお、仏歴［政府が本法に定められたそれと競合し、認可して法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をしたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴財団の名称を民事及び商事法典とする。根本規則［＝善意］をもって対抗することは許されない。定が本法に定められたそれと競合し、款］の名称を民事及び商事法典とする。要旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。
提出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見させ、仏歴官報で公示する。でこれを民事及び商事法典とする。公示する。しなければならない。

-

มาตรา ๘๘

ม่ลนิธิท่ีได้รับอนุญาตแล้ว มีผ่้จัดการท้ังหลายเป็นผ่้แทนของม่ลนิธิน้ัน ในการท่ีเก่ียวข้อง
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กับบุคคลภายนอก
ผ่้จัดการท้ังหลายน้ัน จะฟ้องฤๅถ่กฟ้องในฐานเป็นผ่้แทนม่ลนิธิก็ได้

Draft(1919): Ca.111 Code(1925): 88 Code(1992): 123
-

第 88条
I. ［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をされた財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対すると第三者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、との名称を民事及び商事法典とする。関係に定められたそれと競合し、おいては、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。理事全ての種類の権利に対する員が法が本法に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。
人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。代理する。

II. この名称を民事及び商事法典とする。財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。理事全ての種類の権利に対する員が法は、仏歴財団の名称を民事及び商事法典とする。代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとして訴訟を提起すること。但し、自己の保佐人の解任を裁判所に請求することは、被保佐を民事及び商事法典とする。提起し、仏歴あるいは訴えを民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。
る。

-

มาตรา ๘๙

การเก่ียวข้องในระหวา่งม่ลนิธิท่ีได้รับอนุญาตกับผ่้จัดการท้ังหลายของม่ลนิธิน้ันก็ดี 
ระหวา่งผ่้จัดการเหล่าน้ันกับบุคคลภายนอกก็ดี ท่านให้บังคับตามบทกฎหมายลักษณตัวแทน
Draft(1919): Ca.112 Code(1925): 89 Code(1992): 77

-

第 89条
［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］認可を民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けた財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。理事全ての種類の権利に対する体との名称を民事及び商事法典とする。関係、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。理事全ての種類の権利に対する体と第
三者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、との名称を民事及び商事法典とする。関係に定められたそれと競合し、ついては、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、関する章に規定される計算方法は、全ての場合において期間の計算に適用される。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。適用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する。

-

มาตรา ๙๐

เมื่อตำาแหน่งผ่้จัดการของม่ลนิธิว่างลง ก็ให้ใชว้ิธีอันมีอย่่ในตราสารต้ังม่ลนิธิแต่งต้ังขึ้นให้
เต็มจำานวน ถ้าไม่มีข้อความเช่นน้ีอย่่ในตราสารน้ัน เมื่อพนักงานอัยการฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมีส่วน
ได้ส่วนเสียด้วยคำาร้องขอขึ้นแล้ว ก็ให้ศาลสัง่ต้ังผ่้หน่ึงผ่้ใดให้เต็มตำาแหน่งท่ีว่างก็ได้
Draft(1919): Ca.113 Code(1925): 79 Code(1992): 73

-

第 90条
財団の名称を民事及び商事法典とする。理事に定められたそれと競合し、欠員が法が本法に定められたそれと競合し、あるとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴当該財団の名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、定が本法に定められたそれと競合し、められた理事の名称を民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。に定められたそれと競合し、関する規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。い
て、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。欠員が法を民事及び商事法典とする。補充する。寄附行為中にそのような規定がない場合には、検察官あるいは何れかの利する。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。ような規定が本法に定められたそれと競合し、が本法に定められたそれと競合し、ない場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴検察官あるいは何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。利に対する
害関係人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づいて、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着が本法に定められたそれと競合し、命じて何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。選任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。し、仏歴欠員が法を民事及び商事法典とする。補充する。寄附行為中にそのような規定がない場合には、検察官あるいは何れかの利することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-

มาตรา ๙๑

ม่ลนิธิทุกรายย่อมตกอย่่ในบังคับความด่แลตรวจตราของรัฐบาล เจ้าพนักงานผ่้ใดอัน
รัฐบาลได้แต่งต้ังไปเพื่อการน้ันแล้ว ให้เข้าด่สมุดหนังสือกับบัญชีของม่ลนิธิได้ในเวลาใดๆ 
อันสมควร เจ้าพนักงานผ่้น้ันอาจจะสอบสวนผ่้จัดการและตัวแทน ฤๅล่กจ้างในม่ลนิธิด้วยข้อ
ความใดๆ ท่ีเก่ียวกับม่ลนิธิน้ันได้
Draft(1919): Ca.114 Code(1925): 90 Code(1992): 128

-

第 91条
全ての種類の権利に対するての名称を民事及び商事法典とする。財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴当然に定められたそれと競合し、政府の名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置くよう命じることができる。の名称を民事及び商事法典とする。下に定められたそれと競合し、置する項目に従う。かれる。この名称を民事及び商事法典とする。目が、法律中の、国策に関連する規定、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、政府が本法に定められたそれと競合し、任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。命した係官は、仏歴必
要なとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、は何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。時でも、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、立ち入されない。ってその名称を民事及び商事法典とする。会の下に作成し、またその証人に目計帳簿を閲覧することができる。［また、］こを民事及び商事法典とする。閲覧することができる。［また、］こすることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。［また、仏歴］こ
の名称を民事及び商事法典とする。係官は、仏歴当該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、関する事項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」であれば如何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。なることであれ、仏歴それに定められたそれと競合し、ついて、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。理事、仏歴
［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］代理人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対する、仏歴あるいは使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。尋問することができる。することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

-
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第一編　総則 第六章　法の適用人

มาตรา ๙๒

ม่ลนิธิน้ันย่อมส้ินสุดลงด้วยเหตุประการใดประการหน่ึงดังวา่น้ี คือ
(๑) เลิกตามบทบัญญัติที่กล่าวไว้ในตราสารต้ังม่ลนิธิน้ัน
(๒) เมื่อวัตถุที่ประสงค์แห่งม่ลนิธิน้ันสำาเร็จบริบ่รณ์แล้ว ฤๅกับเป็นการพน้วิสัย
(๓) เมื่อม่ลนิธิน้ันล้มละลาย
(๔) เมื่อมีคำาสัง่ของศาลตามข้อความที่กล่าวไว้ในมาตราต่อไปน้ี

Draft(1919): Ca.115 Code(1925): 92 Code(1992): 130
-

第 92条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するは、仏歴以下に定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげるいずれかの名称を民事及び商事法典とする。事由に定められたそれと競合し、より、仏歴当然に定められたそれと競合し、終了する。する。即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、定が本法に定められたそれと競合し、められた規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、って解散した［とき］。した［とき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。］。
(2) その名称を民事及び商事法典とする。財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。目が、法律中の、国策に関連する規定、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見が本法に定められたそれと競合し、達した時点で、または婚姻を結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得成されたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴または不可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっとなったとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(3) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、破産したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(4) 次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるい条以下の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着の名称を民事及び商事法典とする。［解散した［とき］。］命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、が本法に定められたそれと競合し、あったとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。

-

มาตรา ๙๓

เมื่อพนักงานอัยการ ฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมีส่วนได้เสียด้วยยืนคำาร้องขอต่อศาลๆ จะมีคำาสัง่ให้
เลิกม่ลนิธิน้ันเสีย และแต่งต้ังผ่้ชำาระบัญชีนายหน่ึงฤๅหลายนาย ในกรณีท่ีกล่าวต่อไปน้ีอย่าง
หน่ึงอย่างใดก็ได้ คือ

(๑) ถ้าม่ลนิธิน้ันได้ก่อต้ังข้ึนขัดต่อบทบัญญัติในหมวดน้ี ฤๅว่าม่ลนิธิน้ันขัดต่อกฎหมายก็ดี รัฐประ
ศาสโนบายก็ดี ฤๅความปลอดภัยของบุคคลฤๅทรัพย์ก็ด้วยเหมือนกัน

(๒) ถ้าว่าเป็นอันจะจัดการม่ลนิธิน้ัน ให้ดำาเนินอย่่ต่อไปอีกไม่ได้ ไม่เลือกว่าเพราะเหตุประการ
ใดๆ

(๓) ถ้าม่ลนิธิทำาการขัดต่อบทบัญญัติในตราสารต้ังม่ลนิธิน้ันเอง ฤๅขัดต่อข้อไขซึ่งรัฐบาลได้
อนุญาตให้อำานาจไว้

Draft(1919): Ca.116 Code(1925): 93 Code(1992): 131
-

第 93条
次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいに定められたそれと競合し、掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいげる場合し、に定められたそれと競合し、おいては、仏歴検察官または利に対する害関係を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着に定められたそれと競合し、対するして請求したと
き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴［裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴］財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。解散した［とき］。を民事及び商事法典とする。命じ、仏歴一人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するあるいは数の個人から成る一人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。清算人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するを民事及び商事法典とする。任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。命することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。
即ち、合意しても成立しない。ち

(1) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、本節の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、反し、あるいは矛盾し合う項目がして設立されたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、あるいは国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思反し、あるいは矛盾し合う項目がしたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。個
人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するあるいは財産の名称を民事及び商事法典とする。安全ての種類の権利に対する［を民事及び商事法典とする。脅かした］ときもまた、同様とする。かした］とき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。もまた、仏歴同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。とする。

(2) その名称を民事及び商事法典とする。原因の如何にかかわらず、財団法人の事業を継続することが困難となったとき。の名称を民事及び商事法典とする。如何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、かかわらず、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。事業を民事及び商事法典とする。継続く日を延長された［新たな］期間の初日とすることが本法に定められたそれと競合し、困難となったとき。となったとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
(3) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、に定められたそれと競合し、反し、あるいは矛盾し合う項目がした行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴または政府が本法に定められたそれと競合し、［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］権

能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっを民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業をした際に心神喪失状に定められたそれと競合し、定が本法に定められたそれと競合し、めた条件に関する本法典の規定は、［事案毎の］事情に応じて債権債務［関係］の成立、変に定められたそれと競合し、反し、あるいは矛盾し合う項目がした行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。。
-

มาตรา ๙๔

ในการชำาระบัญชีม่ลนิธิน้ัน ให้ใช้บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการชำาระบัญชีหา้งหุ้นส่วน
และบริษัทบังคับอนุโลมตามควรแก่บทน้ันๆ
Draft(1919): Ca.117 Code(1925): 95 Code(1992): 133
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-

第 94条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。清算に定められたそれと競合し、は、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、の名称を民事及び商事法典とする。パートナーシップおよび商事法典とする。有していた全ての請求権、限りにおいて、その効力を失う。会の下に作成し、またその証人に目社の名称を民事及び商事法典とする。清算に定められたそれと競合し、関する規定が本法に定められたそれと競合し、を民事及び商事法典とする。準とする。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する。

-

มาตรา ๙๕

เมื่อม่ลนิธิส้ินสุดลง ทรัพย์สินของม่ลนิธิน้ันให้โอนไปยังบุคคลนิติสมมต ตามท่ีจะพึงระบุไว้
ในตราสารต้ังม่ลนิธิน้ัน

เมื่อไม่มีความกล่าวไว้ถึงบุคคลนิติสมมตเช่นวา่น้ี ถ้าพนักงานอัยการ ฤๅผ่้ใดผ่้หน่ึงซ่ึงมี
ส่วนได้เสียด้วย มคีำาร้องขอต่อศาลไซร้ ศาลจงสัง่จัดสรรทรัพย์สินน้ันให้แก่บุคคลนิติสมมต
ซ่ึงปรากฏว่ามีวัตถุท่ีประสงค์ใกล้ชิดกับวัตถุเดิมของม่ลนิธิน้ัน

ถ้าหากว่าจัดสรรทรัพย์สินอย่างว่ามาน้ี มิอาจจะทำาได้ก็ดี ฤๅถ้าว่าม่ลนิธิน้ันต้องบังคับให้
เลิกเสีย เพราะเหตุได้ทำาขัดต่อกฎหมาย ฤๅรัฐประศาสโนบายก็ดี ศาลจะสัง่ให้ทรัพย์สินของ
ม่ลนิธิน้ีตกเป็นของแผ่นดิน
Draft(1919): Ca.118, 119, 120 Code(1925): 96 Code(1992): 134

-

第 95条
I. 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、解散した［とき］。したとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。でなされた指名に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、って、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。資産を民事及び商事法典とする。［他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、譲り渡された後に、失踪り渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。な
ければならない。

II. ［寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。に定められたそれと競合し、］その名称を民事及び商事法典とする。ような指名が本法に定められたそれと競合し、ない場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴検察官または利に対する害関係を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、の名称を民事及び商事法典とする。請求に定められたそれと競合し、
基づく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅づき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴当該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。それと類の権利に対する似した目が、法律中の、国策に関連する規定、的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する［他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するに定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。資産を民事及び商事法典とする。譲り渡された後に、失踪り渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。す
よう命じることが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

III. ［本条第 2項における］この財産の引き渡し、または作為あるいは不作為のことを法律上、「給付」に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、った］資産の名称を民事及び商事法典とする。譲り渡された後に、失踪渡し、または何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。が本法に定められたそれと競合し、不可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな場合し、、仏歴または当該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するが本法に定められたそれと競合し、法の名称を民事及び商事法典とする。律あるいは国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、反し、あるいは矛盾し合う項目がし
た行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。を民事及び商事法典とする。したために定められたそれと競合し、解散した［とき］。を民事及び商事法典とする。命ぜられた場合し、に定められたそれと競合し、は、仏歴裁判所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着は、仏歴当該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。資産を民事及び商事法典とする。国庫に納めるように定められたそれと競合し、納めるようめるよう
命じる。

-

มาตรา ๙๖

ข้อบังคับสำาหรับการให้อำานาจ การจดทะเบียนและการด่แลตรวจตราม่ลนิธิตามความท่ี
กล่าวไว้ในหมวดน้ี ให้เสนาบดีผ่้รับผิดชอบในการปกครองท้องท่ีเป็นผ่้ออกกฎข้อบังคับ
Draft(1919): - Code(1925): 97(I) Code(1992): 136

-

第 96条
本節の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不中の何らかの項目が、法律中の、国策に関連する規定、に定められたそれと競合し、規定が本法に定められたそれと競合し、された［法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するとしての名称を民事及び商事法典とする。］権能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっの名称を民事及び商事法典とする。付与えた法定代理人あるいは裁判所は、当該未成年者がその営業を、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。登記および商事法典とする。［主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その務官庁の用いる太陽暦に従ってこれを計算する。に定められたそれと競合し、よる］その名称を民事及び商事法典とする。監
督の下に置くよう命じることができる。に定められたそれと競合し、ついては、仏歴当該地区の行政において［当該業務の］責任を負う主務官庁の長官が規則を制定するの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、政に定められたそれと競合し、おいて［当該業務の名称を民事及び商事法典とする。］責任を免ずる旨の合意は、これを無効とする。を民事及び商事法典とする。負う関係を意味する。う主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その務官庁の用いる太陽暦に従ってこれを計算する。の名称を民事及び商事法典とする。長されたときは、従来の期間の末日に続く日を延長された［新たな］期間の初日と官が本法に定められたそれと競合し、規則を民事及び商事法典とする。制定が本法に定められたそれと競合し、する
権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、するもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

-
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ลักษณ ๗
第七章

ทรัพย์
物

-

มาตรา ๙๗

ทรัพย์น้ัน ท่านหมายความเอาแต่เฉภาะของมีร่ปร่าง จำาแนกเป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ
ทรัพย์เคล่ือนท่ีไม่ได้ ฤๅเป็นสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์เคล่ือนท่ีได้
Draft(1919): Th.1 Code(1925): 98 Code(1992): 137

-

第 97条
物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとは有していた全ての請求権、体物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。みを民事及び商事法典とする。意味する。し、仏歴それは不動産、仏歴即ち、合意しても成立しない。ち移動不可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな物の中毒のために、ある個人が自分で自分のと、仏歴動産、仏歴即ち、合意しても成立しない。ち移動可能の及ぶ範囲を超えて［生ずる］状況であっな物の中毒のために、ある個人が自分で自分のに定められたそれと競合し、分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ類の権利に対する
される。

-

มาตรา ๙๘

ท่ีดินกับทรัพย์ท่ีติดอย่่กับท่ีดินน้ัน จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์อ่ืนๆ จัดเป็นสังหาริมทรัพย์ท้ังส้ิน

Draft(1919): Th.2, 3 Code(1925): 100, 101 Code(1992): 139, 140
-

第 98条
I. 土地と土地に定められたそれと競合し、付着した物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとは、仏歴これを民事及び商事法典とする。不動産に定められたそれと競合し、分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ類の権利に対するする。

II. それ以外の物は全て、動産に分類される。の名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自分で自分のは全ての種類の権利に対するて、仏歴動産に定められたそれと競合し、分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ類の権利に対するされる。
-

มาตรา ๙๙

ทรัพย์สินท่ีเป็นประเภทน้ัน ได้แก่สังหาริมทรัพย์ท้ังหลายซ่ึงตามทางคา้ขายเปล่ียนมือกัน
โดยปกติ ย่อมเป็นธรรมเนียมท่ีกำาหนดกันด้วยจำานวนมากน้อย ฤๅด้วยมาตราชัง่ ตวง วัด
Draft(1919): - Code(1925): 102 Code(1992): -

-

第 99条
種類の権利に対する物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとは即ち、合意しても成立しない。ち、仏歴商取り引き発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。に定められたそれと競合し、よってその名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、転々に関する法律および［そのと替わることを常とする動産であって、個数わることを民事及び商事法典とする。常とする動産であって、仏歴個数の個人から成る一
の名称を民事及び商事法典とする。多少の金額あるいは数量を以て基準とする。に定められたそれと競合し、よって指定が本法に定められたそれと競合し、するか、仏歴あるいは重量が文字と数字によって表記されている場合におい、仏歴長されたときは、従来の期間の末日に続く日を延長された［新たな］期間の初日とさ、仏歴枡［＝善意］をもって対抗することは許されない。体積］で測るかは、慣習に従う。るかは、仏歴慣習をこれに適用する。に定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、う。

-

มาตรา ๑๐๐

โภคทรัพย์น้ัน ได้แก่สังหาริมทรัพย์อันกินได้ใช้เปลืองส้ินไป
Draft(1919): - Code(1925): 103 Code(1992): -

-

第 100条
消費物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとは即ち、合意しても成立しない。ち、仏歴食い違い、加えて、裁判所にも［当事者の］真の意思することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。、仏歴使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。することで消耗してしまう動産の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๑๐๑

เมื่อทรัพย์ใดมีส่วนแต่สองขึ้นไป ประกอบติดเน่ืองกันอันจะแยกกันไม่ได้ นอกจากจะ
ทำาลายฤๅเปล่ียนแปรงให้เสียร่ปทรงส่วนใดส่วนหน่ึงไซร้ ท่านวา่ส่วนน้ันๆ เป็นส่วนควบ จะ
ถือสิทธิฤๅก่อสิทธิขึ้นในส่วนควบเช่นว่าน้ีต่างกันไม่ได้

แต่ทรัพย์ซ่ึงติดกับท่ีดินฤๅติดกับเรือนชัว่คราว ย่อมไม่นับว่าเป็นส่วนควบ วิธีอย่าง
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เดียวกันน้ีย่อมใช้บังคับแก่เรือนฤๅการปล่กสร้างอย่างอ่ืนอันผ่้มีสิทธิในท่ีดินของผ่้อ่ืนใช้สิทธิ
น้ันปล่กทำาลงไว้ในท่ีดินน้ัน
Draft(1919): - Code(1925): 107, 109 Code(1992): 144, 146

-

第 101条
I. ある物の中毒のために、ある個人が自分で自分のが本法に定められたそれと競合し、緊密に結合したに定められたそれと競合し、結んだ時点において、当然に成年としての地位を取得合し、した 2つ以上の名称を民事及び商事法典とする。部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わから成り、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自分で自分のを民事及び商事法典とする。破壊し、あるいは何れかの部分の形状をし、仏歴あるいは何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。部分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わの名称を民事及び商事法典とする。形状を民事及び商事法典とする。
変容させることなく成文法、［その他の］成文法、勅令、勅、仏歴互に承諾することにより、成立、いを民事及び商事法典とする。分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ないとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。［その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。］構成要素という。という。
この名称を民事及び商事法典とする。ような構成要素という。を民事及び商事法典とする。分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始して、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。れかの名称を民事及び商事法典とする。みに定められたそれと競合し、］権利に対するを民事及び商事法典とする。取得る限りの注意を払ったとしても、回避することのできなし、仏歴あるいは権利に対するを民事及び商事法典とする。設定が本法に定められたそれと競合し、すること
はでき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。ない。

II. しかしなが本法に定められたそれと競合し、ら、仏歴土地あるいは建物の中毒のために、ある個人が自分で自分のに定められたそれと競合し、一時的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、付着されたに定められたそれと競合し、過ぎない物の中毒のために、ある個人が自分で自分のは、仏歴これを民事及び商事法典とする。［土地あるいは建物の中毒のために、ある個人が自分で自分の
の名称を民事及び商事法典とする。］構成要素という。とは見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見なさない。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するの名称を民事及び商事法典とする。土地を民事及び商事法典とする。利に対する用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。する権利に対するを民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、が本法に定められたそれと競合し、自己の誠実さの名称を民事及び商事法典とする。権利に対するを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、使することができる。して、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。
土地の名称を民事及び商事法典とする。上に定められたそれと競合し、建てた建物の中毒のために、ある個人が自分で自分のその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、の名称を民事及び商事法典とする。構造物の中毒のために、ある個人が自分で自分のもまた同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。とする。

-

มาตรา ๑๐๒

เครื่องอุปกรณ์น้ันเป็นสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงไม่เป็นส่วนควบ แต่เป็นของซ่ึงใช้ประจำาอย่่กับ
ทรัพย์เป็นประธานน้ันเป็นอาจิณ

เครื่องอุปกรณ์เช่นวา่น้ี ถึงจะแยกออกจากทรัพย์เป็นประธานชัว่คราว ก็ยังไม่ขาดจากเป็น
เครื่องอุปกรณ์ของทรัพย์เป็นประธานน้ัน

ถ้าและทรัพย์เป็นประธานน้ัน จะพึงเปล่ียนมือฤๅจัดให้เป็นไปตกไปประการใด ท่านบังคับ
วา่เครื่องอุปกรณ์น้ันย่อมตกติดไปเป็นไปกับทรัพย์เป็นประธานน้ันด้วย
Draft(1919): Th.4 Code(1925): 110 Code(1992): 147

-

第 102条
I. 従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとは、仏歴［主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。］構成要素という。ではないが本法に定められたそれと競合し、、仏歴主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のに定められたそれと競合し、常備して共に用いることを慣しとする動産をいして共に用いることを慣しとする動産をいに定められたそれと競合し、用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。いることを民事及び商事法典とする。慣しとする動産を民事及び商事法典とする。い
う。

II. この名称を民事及び商事法典とする。ような従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のは、仏歴たとえ一時的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のから分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始されても、仏歴なおその名称を民事及び商事法典とする。従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のたる性の高いもの格を失うことはなを民事及び商事法典とする。失う。うことはな
い。

III. 主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のが本法に定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。替わることを常とする動産であって、個数え、仏歴あるいは［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、］何らかの作為あるいは不作為の義務を負う関係を意味する。らかの名称を民事及び商事法典とする。処分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わを民事及び商事法典とする。受ける権利が発生する時点より、遅滞にあるものとする。けたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のもまたそれに定められたそれと競合し、従って相互に承諾することにより、成立、
う。

-

มาตรา ๑๐๓

ถ้าเครื่องอุปกรณ์เป็นของท่ีผ่้อ่ืนไม่ใช่เจ้าของทรัพย์เป็นประธานน้ัน นำามาติดไว้กับทรัพย์
เป็นประธาน ผ่้เจ้าของอุปกรณ์จะนำาออกเสียก็ได้ แต่วา่จะต้องให้ทรัพย์เป็นประธานน้ันคืน
อย่่ตามสภาพเดิม ฤๅวา่ใช้คา่ทดแทนให้ เพราะทำาให้เสียสภาพเดิม
Draft(1919): - Code(1925): - Code(1992): -

-

第 103条
ある物の中毒のために、ある個人が自分で自分のが本法に定められたそれと競合し、所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、を民事及び商事法典とする。異にする主物にその従物として付着されたときは、従物の所有者は、それを主物かに定められたそれと競合し、する主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のに定められたそれと競合し、その名称を民事及び商事法典とする。従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のとして付着されたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、は、仏歴それを民事及び商事法典とする。主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のか
ら分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始して［処分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わする］ことが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。しかしなが本法に定められたそれと競合し、らその名称を民事及び商事法典とする。際に心神喪失状、仏歴［従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、は、仏歴］主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。原状を民事及び商事法典とする。維
持しなければならない。従物を分離したことで主物の状態に損害が生じたときは、それを賠償しなけしなければならない。従って相互に承諾することにより、成立、物の中毒のために、ある個人が自分で自分のを民事及び商事法典とする。分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始したことで主な事務所あるいは事業所の所在地に、その住所を有する。支所を有するときは、その物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、損害が本法に定められたそれと競合し、生じたとき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。は、仏歴それを民事及び商事法典とする。賠償しなけしなけ
ればならない。

-

มาตรา ๑๐๔

ไม้ยืนต้น นับวา่เป็นส่วนควบกับท่ีปล่กไม้น้ัน
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第一編　総則 第七章　物

ไม้ล้มลุกและธัญญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได้คราวหน่ึงฤๅหลายคราวต่อปี ย่อมไม่เป็น
ส่วนควบกับท่ีดิน และนับว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย
Draft(1919): Th.5, 6 Code(1925): 108 Code(1992): 145

-

第 104条
I. ［多年生の名称を民事及び商事法典とする。］立ち木は、それが生える土地の構成要素と見なす。は、仏歴それが本法に定められたそれと競合し、生える土地の名称を民事及び商事法典とする。構成要素という。と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見なす。

II. 一年生の名称を民事及び商事法典とする。植物の中毒のために、ある個人が自分で自分の、仏歴および商事法典とする。年に定められたそれと競合し、一回あるいは数の個人から成る一回収穫期を民事及び商事法典とする。有していた全ての請求権、する穀物の中毒のために、ある個人が自分で自分のは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。土地の名称を民事及び商事法典とする。構成要素という。を民事及び商事法典とする。成さな
ず、仏歴［それ自体で独あるいは複数の個人から成る一立した］動産と見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見なす。

-

มาตรา ๑๐๕

ดอกผลท้ังหลายของทรัพย์น้ัน มีความหมายดังน้ี
(๑) ดอกผลธรรมดา กล่าวคอืว่า บันดาส่ิงทั้งปวงซึ่งได้มาเพราะใช้ของน้ัน อันเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติของมนั ดังเช่นว่า ผลไม้ นำ้านม ขน และล่กของสัตว์ เหล่าน้ีย่อมสามารถจะถือเอา
ได้เวลาเมื่อขาดตกออกจากส่ิงน้ันๆ

(๒) ดอกผลนิตินัย กล่าวคอืว่า ดอกเบี้ย กำาไร ค่าเช้า ค่าปันผล ฤๅลาภอื่นๆ ท่ีได้เป็นครั้งเป็น
คราวแก่เจ้าทรพัย์จากผ้่อื่นเพื่อที่ได้ใช้ทรัพย์น้ัน ดอกผลเหล่าน้ียอ่มคำาณวนและถือเอาได้
ตามรายวัน

Draft(1919): Th.7, 8 Code(1925): 111 Code(1992): 148
-

第 105条
ある物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。果として有していた全ての請求権、実にこれを行とは、仏歴次に掲げる者のみがその行為を取り消し、あるいの名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。意味する。する。

(1) 天然果として有していた全ての請求権、実にこれを行とは、仏歴ある物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。に定められたそれと競合し、由来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、するもの名称を民事及び商事法典とする。であって、仏歴果として有していた全ての請求権、実にこれを行、仏歴乳、仏歴羽毛、仏歴あるいは動物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。子の名称を民事及び商事法典とする。
ように定められたそれと競合し、、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。自然の名称を民事及び商事法典とする。性の高いもの質に定められたそれと競合し、よって生じる産出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見物の中毒のために、ある個人が自分で自分のである。これら［天然果として有していた全ての請求権、実にこれを行］は、仏歴物の中毒のために、ある個人が自分で自分の［の名称を民事及び商事法典とする。本
体］から分のあることが証明されたときは、裁判所は、［改竄前の］本来の意味に従わ離した時点に開始した時点より、遅滞にあるものとする。で、仏歴［それ自体として］専有していた全ての請求権、することが本法に定められたそれと競合し、でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。る。

(2) 法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、果として有していた全ての請求権、実にこれを行とは、仏歴利に対する息を支払う場合において、その利率が契約または法律の規定によって決定されていないときには、、仏歴利に対する潤、仏歴賃貸すること。料、仏歴配当金、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、、仏歴ある物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。使することができる。用すべき規定のない場合には、慣習をこれに適用する。の名称を民事及び商事法典とする。対する価として、仏歴
その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自分で自分のの名称を民事及び商事法典とする。所は、表明された文言よりも［当事者の］真の意思に着有していた全ての請求権、者の地位に代位する者は、［本来の］債権者が当該債権の効果として有していた全ての請求権、に定められたそれと競合し、対するして、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、人の生命、身体、精神、自由、名誉、財産、および全ての種類の権利に対するから定が本法に定められたそれと競合し、期的に有効な意味を見い出すことができるときは、この解釈方法を、何らの意味も見に定められたそれと競合し、支払ったとしても、回避することのできなわれる収益のためである。これらの名称を民事及び商事法典とする。果として有していた全ての請求権、実にこれを行は、仏歴日よりその効力を発する。歩にに定められたそれと競合し、
より計算して専有していた全ての請求権、することの名称を民事及び商事法典とする。でき発布され、成文法と同様の拘束力をもって施行されるその他の法令のみを意味する。るもの名称を民事及び商事法典とする。でなければならない。

-

 ─    ─
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